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は じ め に

ニュージーランドは、山々には海岸線まで巨木が生い繁り、その緑は日の陽に輝いて、

クリーンでグリーンな国である。国土面積は日本の約７割、総人口は横浜市を少し上回る

約３６２万人のこの国が、世界各国に先駆けて「大きな政府から小さな政府へ」と行政改

革を行い、注目を集めたのである。

財政難から抜本的な構造改革が必要になり、１９８４年のロンギ労働党内閣誕生により

始まった行政改革では、規制緩和による市場・競争原理の導入を行った。引き続き断行さ

れた教育改革は 「効果的な行政システムは可能な限り単純であるべきであり、政策決定、

は可能な限り現場に近いところでなされるべきである （ピコット報告）を理念として取」

り組まれた。

教育改革の考え方として、①教育要求に迅速に対応、②政策決定に直接参加、③機会の

平等、④自ら行った決定に対する責任、の４つを掲げ、１００年以上続いた教育委員会制

度を廃止し、学校段階へ大幅な権限が委譲された。

そして、今まで教育省に権限が集中した「過度」の中央集権的制度から、個々の学校が

大幅な政策決定権を有する制度へと変容したのである。

、 、 、 、 、具体的には 教育大臣があって その基に 同列に教育省 教育機関評価局などがあり

これらを受けて、学校理事会と学校がある。

① 教育省の任務は、政策立案、政策実施過程の監督、財源配分に限定した。

② 教育機関評価局は、生徒に対する教育の質の改善に寄与すること、学校段階におい

ては学校が、全国段階においては政府の政策立案者が、よりよい政策決定を行うのに

貢献することを目的としている。

③ 学校理事会は、人事、予算など学校の全ての権限を有している。学校の教育活動に

対して父母や地域住民の教育要求を最大限反映させるシステムを構築した。この理事

会は、いわゆる素人である保護者代表を中心に構成される機関であることから、教育

省の承認を必要とするチャーターの作成や専門機関による外部による教育機関評価局

が制度化されている。

今回のベンチマーキングでの訪問先は、教育省、教育事務所、全国理事会協会、教育機

関評価局、学校理事会の理事、学校４校、教育研究所や教員養成大学などの研修サポート

センターと多岐にわたっている。この結果、ニュージーランドの教育をあらゆる角度から

調査することができた。これはニュージーランドの教育を研究されていて、今回通訳とし

て同行いただいた福本みちよさんのご努力によるところが多大であるとともに、顧問とし

て指導していただいた国立教育研究所の木岡一明氏に感謝申し上げたい。

なお、教育改革を実施して１０年近くが経過しているが、ほとんどの人が「過去の教育

に戻りたくない」と発言していることや訪問した学校の教室の標語には 「学ぶことが楽、

しければ効果的」とあったり、学校での子どもたちの明るく元気な姿をみて、ニュージー

ランドの教育改革が着実に成果をなし遂げていることを実感した。

日本で議論になるコミュニティ・スクールをニュージーランドでは先駆けて実施してお

り、この研修は今後参考になることが多大であると考える。

平成１４年３月

平成１３年度三重県ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ教育改革調査団長

中 沢 薫 （三重県教育委員会審議監）
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調査日程

１ 日程表

（１）日本発 平成13年11月６日（火） ニュージーランド着７日（水）

成田空港 18:30 発 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空(NZ) ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ空港 09:30着（所要11時間）

（２）ニュージーランド発 平成13年1 1月1 3日（火） 日本着13日（火）

ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ空港 09:30 発 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ航空(NZ)成田空港 16:25 着（所要 11 時間 55 分）

ニュージーランド時間（夏時間）＝ 日本時間＋４時間

（３）日 程

日 程 午 前 午 後 備 考

第１日 成田空港集合・結団式

６日(火) 成田発 18:30 機中泊

第２日 ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ着 09:30 ○Hillmorton High School ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ

７日(水) ＆ BOT 訪問 泊

第３日 ○Teacher Support Services, ウェリントンへ移動

８日(木) Christchurch College of 14:45発NZ452便15:30着

Education訪問 ○学習会

○Sacred Heart School訪問 ｳｴﾘﾝﾄﾝ泊

第４日 ○ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ全国学校理事会 ○教育機関評価局(ERO) 訪

９日(金) 協会(NZSTA)訪問 問

○ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ教育省(MOE)訪問 ○ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ教育研究所

(NZCER)・Dr. Cathy Wylie

氏訪問 ｳｴﾘﾝﾄﾝ泊

第５日 ○元教育省上級政策ｱﾅﾘｽﾄ オークランドへ移動

10日(土) Mr. Ken Rae 氏訪問 16:00発NZ452便17:00着

○学習会 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ泊

第６日 ○Auckland Museum 訪問 ○Auckland City Art

11日(日) Gallery等訪問

○学習会 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ泊

第７日 ○Green Bay High School ○Glendowie College訪問

12日(月) ＆BOT訪問 ○TEAM Solutions,Auckland

○教育省地方事務所訪問 College of Education訪問

帰国準備 ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ泊

第８日 オークランド発 09:30 成田空港着 16:25

13日(火)
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２ 訪問先住所・担当者等

７日（水）

（１３：００～）Hillmorton High School

担当者： 氏（校長）Richard Belton

Tankerville Road P.O.Box33-115 Christchurch,8002 New Zealand住 所：

電 話：＋６４（０）３－３３８－５１１９

：＋６４（０）３－３３８－１６０９FAX

８日（木）

（８：３０～）Teacher Support Services, Christchurch College of Education

担当者： 氏 ・ 氏 ・ 氏Geoff Moore DefydWilliams Marg Wright

Christchurch CollegeofEducation, Dovedale Avenue, P.O.Box31-065住 所：

Christchurch 8030New Zealand

電 話：＋６４（０）３－３４８－２０５９

：＋６４（０）３－３４８－４３１１FAX

Hornby Campus＊

Christchurch CollegeofEducation, Hornby Campus, P.O.Box16-128住 所：

Clock Tower Building, cnr Main South Road Brynley Street, Hornby＆

Christchurch 8030NewZealand

電 話：＋６４（０）３－３４９－１３５０

：＋６４（０）３－３４９－１３５１FAX

（１１：００～）SacredHeart School

担当者： 氏（校長）DavidPhillips

40Spenser StreetChristchurch,NewZealand住 所：

電 話：＋６４（０）３－３３８－３２４７

：＋６４（０）３－３３９－２０８６FAX

９日（金）

ニュージーランド全国学校理事会協会

（８：３０～）NewZealand SchoolTrusteesAssociation

担当者： 氏Chris France

3 floor,AuroraChambers, 66-68 TheTerrace,Wellington住 所： rd

P.O.Box 5123, Wellington,NewZealand

電 話：＋６４（０）４－４７３－４９５５

：＋６４（０）４－４７３－４７０６FAX
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ニュージーランド教育省 （１０：３０～）Ministry of Education

担当者： 氏Martin Connelly

St Paul's Square,45-47 Pipitea Street P.O.Box 1666住 所：

Thorndon, Wellington,NewZealand

電 話：＋６４（０）４－４６３－８０００

：＋６４（０）４－４６３－８００１FAX

教育機関評価局 ： （１３：００～）EducationReview Office ERO

担当者： 氏 ・ 氏CharleneScotti Graham Cochrane

Level 12, Mayfair House,44TheTerrace, Box2799,住 所：

Wellington, NewZealand

電 話：＋６４（０）４－４９９－２４８９

：＋６４（０）４－４９９－２４８２FAX

ニュージーランド教育研究所

（１５：３０～）NewZealand Council for Educational Research

担当者： 氏Cathy Wylie

10th Floor, West Block, Education House, 178-182 Willis Street, Wellington住 所：

P.O.Box3237,Wellington, NewZealand

電 話：＋６４（０）４－３８４－７９３９

：＋６４（０）４－３８４－７９３３FAX

１０日（土）

氏インタビュー（９：００～）Mr.KenRae

National Library of NewZealand会 場：

Cnr Molesworth andAitkenStreets, Wellington, New Zealand住 所：

電 話：＋６４（０）４－４７４－３０００ （ ）Weekdays

＋６４（０）４－４７４－３００６ （ ）Weekends

：＋６４（０）４－４７４－３０３５FAX

１１日（日）

（１０：００～）Auckland Museum

The Domain,Parnell,Rd.,Auckland,NewZealand住 所：

Private Bag 92018, Auckland, New Zealand

電 話：＋６４（０）９－３０９－０４４３

：＋６４（０）９－３７９－９９５６FAX

（１４：００～）Auckland City Art Gallery

Cnr Wellesley and Kitchener, Streets, P.O.Box 5449,住 所：

Auckland, NewZealand
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電 話：＋６４（０）９－３０７－７７００

：＋６４（０）９－３０２－１０９６FAX

１２日（月）

（９：３０～）Green Bay High School

担当者： 氏（校長）Lionel Devaliant

Godley Rd,GreenBay,Auckland,NewZealand住 所：

電 話：＋６４（０）９－８１７－８１７３

：＋６４（０）９－８１７－８２６４FAX

（１１：００～）Ministry of Education, AucklandCity

39-45 College Hill, Private Bag 47-911, Ponsonby, Auckland, New Zealand住 所：

電 話：＋６４（０）９－３７４－５４００

：＋６４（０）９－３７４－５４０１ ５４０２FAX or

（１３：００～）Glendowie College

担当者： 氏（校長）DavidEddy

Crossfield Road, Glendowie, Auckland 5,New Zealand住 所：

電 話：＋６４（０）９－５７５－９１２８

：＋６４（０）９－５７５－４４６０FAX

（１４：３０～）TEAM Solutions, AucklandCollegeofEducation

担当者： 氏 他Ms.Gayle McIlraith

Symonds Street, Auckland1035, New Zealand住 所：

電 話：＋６４（０）９－６２３－８８８３

：＋６４（０）９－６２３－８９５０FAX
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三重県教育委員会 ニュージーランド教育改革調査団構成員

木岡 一明 国立教育政策研究所総括研究官 （顧問）

福本みちよ 国立教育政策研究所研究協力者 （通訳兼コーディネーター）

中沢 薫 三重県教育委員会審議監 （団長）

保田 和則 松阪市立大河内小学校長

山口 典郎 度会郡南勢町立宿田曽中学校長

前川 卓弥 飯南郡飯高町立飯高東中学校長

古川 芳彦 三重県立紀南高等学校長

西 敏彦 三重県立南島高等学校長

西根 隆 志摩郡志摩町立和具中学校教頭

藤田 研裕 三重県立川越高等学校教頭

鈴木 就二 三重県総合教育センター主幹

山田 正廣 三重県教育委員会教育政策課主査
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本調査の準備とフォローアップ

Ⅰ ベンチマーキング

１ 派遣の趣旨

本県では、２１世紀における本県教育の指針を示す「三重県教育振興ビジョン」の

実現を図り、教育の今日的課題に的確に対応するため、教育行政システム改革を進め

ている。その中で、平成１２年度には全県立学校で学校自己評価の試行を行うととも

に、小中学校における意識調査を実施したところである。さらに、平成１３年４月か

ら施行した「県立学校の管理運営に関する規則」にも学校自己評価の実施と公表を位

置づけ、県立学校における学校自己評価システムの定着と充実を目指して取組を進め

ている。

ニュージーランドでは、教育改革を行う中で、教育委員会制度を廃止し 「自律的、

な学校経営」と「学校と保護者・地域社会との連携」を実現するため、各学校の幅広

い政策目標の設定及び効率的かつ効果的な学校経営に責任を負う機関として、全ての

Board ofTrustees BOT BOT公立初等・中等学校に 学校理事会 ： を設置した さらに「 （ ）」 。 、

による自律的な学校経営の効果性・効率性を客観的に判断するための機関として「教

育機関評価局（ ： 」を設立し、外部評価制度を確立している。Education Review Office ERO）

今回、これらの制度について調査研究を行い、学校自己評価や学校評議員制度の充

実、学校の自律性の促進、保護者・地域等との連携協働の推進等について、本県教育

改革実現のための諸施策に活かすことを目的としてベンチマーキングを実施する。

２ 目標の設定

本調査の目標を以下の６点とした

①ニュージーランドにおける教育改革の効果と課題

②教育行政のシステムと教育制度

・中央、地方教育行政のあり方

③学校経営のシステムとその現状

・学校理事会（ ）の役割BOT

・ネットワークのあり方

④地域連携のあり方

⑤学校評価システム

・学校自己評価システム

・ による外部機関評価システムERO

⑥学校支援体制

３ 視察先の選定及び日程

現在のニュージーランドの教育行政は、大別すると学校及び 、教育施策の立BOT
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オークランドAuckland：

②教育省地方事務所

TEAM Solutions.⑧

Green Bay High School⑪

Glendowie College⑫

４ 成果の確認

ニュージーランドの教育改革においては、教育省を始めとする教育関係機関の持つ

それまでの役割や権限の見直しが図られ、役割に応じた機関の設立や、権限の移譲が

行われた。そこで、それぞれの役割を明らかにすると共に、同じ立場の機関における

共通性や、他の機関との連携の在り方等を調査することにより、ニュージーランドに

おけるベスト・プラクティスを明らかにし、三重県の施策への反映を図る。

Ⅱ 準備

１ 事前学習

調査を充実させるために４回（ 、 、 、 ）の事前学習会を持った。8/10 8/30 9/14 10/10

『 』まず初めに共通理解を構築するために オーストラリア・ニュージーランドの教育

石附実・笹森健 編（東信堂）を参考にニュージーランドの教育事情及び教育改革の

概要を把握し、各自課題を考えるよう資料の読み込みを行った。また、書籍やインタ

ーネットを活用し、各自で可能な限り資料を掘り起こし、事前学習に取り組んだ。ま

、 。た訪問先の担当を決め 事前学習の中においても責任を持って資料の分析にあたった

９月１４日の学習会においては、上述の資料のニュージーランドに関する部分の執筆

者でもある国立教育政策研究所研究協力者の福本みちよさんを招聘し、ニュージーラ

ンドの教育の現状等を伺うとともに、調査項目の検討に助言をいただいた。

調査対象機関を事前に分担し、情報収集及び調査課題の検討を責任もって行い、事

前学習の中で深めた。

２ 交渉

交渉は訪問先への打診を福本さんに依頼し、内諾を得た後、調査団からＥメールに

より確認し、決定後正式文書を送付した。その際、調査内容についても明記し訪問時

の効率を図った。

Ⅲ 調査時の留意点

１ 調査目的、質問事項の確認

初日の 訪問に際しては、事前の検討事項をもとに、移動のバHillmorton High School

スの中で調査事項、具体的な質問について確認をした。訪問終了後宿舎において、訪
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、 、 、 、問先担当者が中心になり 訪問における成果を確認すると共に 訪問先ごとに 木岡

福本両氏より、訪問先からの説明の補足や解説、質問の的確性について助言をいただ

き、翌日の訪問先との関連などの指導を受けた。

以後、各訪問機関についても、その前日のミーティングで調査事項、質問内容の確

認を行い、終了後のミーティングにより成果の確認を行うようにした。

木岡、福本の両氏からの助言により、常にニュージーランド教育改革の全体像の中

で課題を捉えながら、各教育機関を調査することができた。

Ⅳ 成果の実践

本調査に参加した教職員は、まずその所属校において、成果の実践を試みることとし

ている。ニュージーランドと本県では、教育行政の制度の違いはあるが、ベスト・プラ

クティスとして

捉えたシステムや観点、具体的な手法などを、積極的に活用し、教育改革を推進する。

特に学校経営における学校長のビジョンを明確にしつつ、地域や保護者への公開と参

画による教育活動の展開、さらに学校評価手法の確立を率先する。

また、本報告書の配付をとおし、県内教育関係機関に成果を還元しその普及に努める

とともに、本県教育の充実発展のための、具体的な施策の構築と実践を進める。
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《顧問による教育改革調査の総括》

ニュージーランドの教育改革

顧問：国立教育政策研究所 総括研究官 木岡 一明

同 研究協力者 福本みちよ

１ ニュージーランドの概要

１ 概観

（１）国土・人口・民族

国土面積は日本の約７割ほど（約 万平方キロメートル）で、そこに約 万人が住ん27 362

でいる。横浜市の人口が約 万人であることから考えると、ニュージーランドの人口密度339

がいかに低いかが想像できる。といっても日本と同様、人口はオークランド( )、クAuckland

ライストチャーチ（ 、ウェリントン（ 、ワイカト（ ）とChristchurch Wellington Waikato） ）

いった都市に集中している。しかも、全人口の７割以上は北島に集中しており、中でもオー

クランドには全人口の約３分の１が集中している。それだけにオークランドの街には、まさ

に多様な民族の姿や文化が見られる。というのも、ニュージーランドはヨーロッパ系民族を

始めとして、先住民であるマオリ、太平洋島嶼系民族（サモア、クックアイランド、トンガ

等 、アジアを中心とする移民、といった多様な民族から構成される多民族国家である。公）

用語も、英語とマオリ語（ 年「マオリ語法 （ ）の制定による）と1987 Maori Language Act」

なっているが、 年の国勢調査によれば、公用語である英語・マオリ語の両方とも話さ1996

ない人が６万人近くおり、教育を始めとする様々な政策を推進する上で、こうした多様な民

族的背景は無視できない状況にある。

（２）歴史

独自の政府を樹立1852

憲法制定1853

中央政府と県議会設置＝一般行政、教育行政の地方分権化1854

県議会廃止＝一般行政の中央集権化1875

「教育委員会法」制定→教育委員会制度発足1876

「 年教育法」制定→教育省設置＝教育行政の中央集権体制確立1877 1877

２ 国と地方自治体

① 国

外交・防衛、経済、教育、医療、福祉、等を担当。

regional councils 12② 広域自治体（ ）･･･

環境保護、防災、交通機関、等

③ 基礎自治体（ ）･･･ （ ）territorial authorities 74 City 15, District 59

都市計画、道路、水道、公園管理、図書館、レクリエーション（美術館、プール、イ

ベント）等

国と地方自治体の役割分担がはっきりしている。広域自治体、及び基礎自治体の担当分野

以外は、基本的には国の責任分野であり、地方自治体が行う仕事については国の関与を受け
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ずに処理することができる。財政も、レイツ（ ）とよばれる固定資産税をはじめとすRates

る自主財源で運営されている（国からの補助金もあるが、比較的少ない 。）

２ 教育行政制度

１ 教育行政機関

現在の中央教育行政制度の特徴は、改革以前に教育省（ ）と学校Department of Education

との間にあった教育委員会が廃止され制度が単純化されたことと、教育省に集中していた権限

が新たに設置されたいくつかの機関に分散されたことにある。図１を見てわかるように、教育

省と他の３つの機関が教育大臣に対して同列の位置におかれている。

【図１】教育行政制度（義務教育段階）

教育大臣 教育大臣（ ）ERO

Minister of Education Minister responsible forthe

EducationReview Office

教 育 省 資格審査機関 教員登録委員会 教育機関評価局NZ

Ministry of NZ Qualification Teacher Registration Education Review

Education Authority Board Office

学校／学校理事会（ ）School / Board of Trustees

父母／地域（ ）Parents andthe Community

（１）教育省

教育行政に関する全般的な権限を有していた改革以前の教育省とは異なり、教育省

（ ）の任務は次の３点に集約される。MinistryofEducation

① 政策の企画・立案

② 政策実施過程の監督

③ 効果的な財源配分とその運用に関する助言

教育省は、本省（ ）のほかに全国に４つの地方事務所（ 、設置Wellington regional office

Auckland, Hamilton, Wellington, Christchurch Wanganui, Dunedin,場所は ）とその支部（

）がある。地方事務所は、個々の学校への対応や困難を抱える学校、生徒へのInvergargill

支援活動等を行っている。

（２）教育機関評価局（ ： ）Education Review Office ERO

とは、学校等の教育機関の外部評価を行う専門機関である。教育省から独立した形ERO

で設置されている。全国の初等・中等学校等の教育機関は、ほぼ３年に１度、 によるERO

外部評価を受ける（ による学校評価の詳細については、次節の「教育改革のねらい」ERO

を参照のこと 。）
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による学校評価は、設置当初は学校の会計監査の色彩が強かったが、その後数回にERO

わたる改革を経て現在は「生徒に対する教育の質の改善に寄与すること」及び「学校レベル

においては学校が、また全国レベルでは政府の政策立案者が、よりよい政策決定を行うのに

貢献すること」を主たる目的としている。

（ ）（３）ニュージーランド資格審査機関 ：NewZealand Qualification Authority NZQA

は、学術及び職業に関する資格の基準（ ）を設定・開発NZQA Qualification Framework

し、その水準を定期的に評価する任務を担っている。学校卒業資格、上級教育資格、大学入

学及び奨学金取得資格等の全国試験に関する業務も、 の主要な業務である。資格取得NZQA

に関わる教育プログラムの提供者は、必ず の認可が必要となる。NZQA

（４）教員登録委員会

（ ： 。現在は に改称）Teacher Registration Board TRB TeachersCouncil

ニュージーランドには「登録教員」という言い方があり、学校等で教員の職を得ようとす

る者は教員養成機関で教員免許を取得した後、 に登録し証明を得る。 は、教員の質TRB TRB

の確保のための機関である 「登録しなければ絶対に教員になれない」という意味ではない。

が 「登録教員」という呼び名はその教員の質がある程度の基準に達していることの証明で、

もある。

２ サポート機関

、後述するが、 年代の教育改革により教育行政における学校分権がなされたことにより1980

各学校に設置される学校理事会（ ： ）が学校経営全般にわたる大幅な権Board of Trustees BOT

限と各学校の政策に関する最終決定権を有することとなった。しかしながら、 はいわゆBOT

る素人である父母代表を中心に構成される機関である。つまり、 には素人性と専門性のBOT

両方が求められたわけである。それだけに、各学校（ ）への何らかの専門的サポートの提BOT

供は不可欠である。そのため、ニュージーランドの自律的学校経営システムにおいては、各学

校（ ）に対するサポート体制が整備されている。BOT

① 学校サポートプロジェクト（ ）School Support Project

教育省が中心となっていくつかのサポート機関のネットワークを作っている。

② 教員養成カレッジ（ ）に設置されているサポートセンターCollege of Education

等、主要地域にある国立の教員養成カレッジAuckland, Wellington, Christchurch

（ ）にはサポートセンターが附置されており、現在はこれらのサポCollege of Education

ートセンターが困難を抱える学校や個々の生徒へのサポートの中心的役割を果たしている。

③ ニュージーランド全国学校理事会協会

（ ： ）New ZealandSchool Trustees Association NZSTA

は、各学校に設置される学校理事会（ ）の全国組織である。ここでは、NZSTA BOT

個々の が抱える問題に対応したサポートや 委員の研修等を行っている。BOT BOT

この他、民間コンサルタントが学校へのサポートを行っている場合もある。
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３ 行政改革と教育改革

１ 行政改革の概要

～イギリス・ニュージーランド型ニュー・パブリック・マネジメント～

国有企業法（ ）1987 State-Owned Enterprises Act

政府が従来行ってきた生産活動・事業部門を省庁から切り離し、国を株主とする株式会

社にする改革。施策の企画・立案部門と執行部門とを分離。前者は集権的に全体の整合

性に配慮しつつ決定し、後者は分権化した業務単位に権限を委譲するという考え方にも

とづく。 →中央省庁組織の再編成、エージェンシー化

（１）ニュー・パブリック・マネジメント（ ）の考え方NPM

① 行政サービス部門をより分権化・分散化した単位の活動に調整することで、市場分野で

あろうとなかろうと「競争原理」の導入を図る

② 施策の企画・立案部門と執行部門とを分離。前者は集権的に全体の整合性に配慮しつつ

決定し、後者は分権化した業務単位に権限を委譲する（ 契約型」システムへと置き換え「

る）

③ 結果／成果にもとづく管理手法を可能な限り拡げる

＜教育改革における による改革手法＞NPM

上記の の考え方は、教育改革においても一貫している。具体的には、NPM

①→教育省の改組とそれに伴うエージェンシー化

②→学校単位への分権化(BOTの設置)､その他(BOT､教員に対する研修､研究調査､･･･)

Charter「契約」のベース＝

③→学校( )に対する外部機関評価の実施（ の設置）BOT ERO

（２ 「契約型」システム）

ヒエラルキーにもとづく抽象度の高い職責の遂行という価値観を排し、ヒエラルキーの業

務を容易に管理できる程度に機能ごとに細分化し、個々の業務ごとに数値的な目標を設定す

る。目標の設定に伴い予算編成がなされ、その時点で目標の達成が当該組織の責務となる。

目的達成のため「経営資源 （割振られた予算の執行、人員配置・機構の改組など）の面で」

は、マネージャの裁量を著しく拡大する。

これらは 「プロセスの管理 （法令、規則）から「業績／成果による管理」への移行への、 」

転換である。また、このシステムにおいては、予算の執行とともに、①業績に関する情報の

開示あるいはアカウンタビリティ、②「第三者的」機関による厳格かつ公正な業績評価、を

義務としている。

インプット 財･サービスを生産するのに使用される資源 資本<ｶﾈ>人材<ﾋﾄ>設備<ﾓﾉ>

アウトプット 省庁（又はその他の機関）が生産する財・ 政策提言

サービス

アウトカム アウトプットが社会に与える影響・効果 政策目標
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（３）エージェンシー

国家公務員は、政策の企画立案に従事する者と具体的業務の執行に携わっている者とに分

けられる。この後者の機関を分離して独立機関とすることにより、行政の効率化とサービス

の向上を図ろうとするもの （ニュージーランドでは ‘ ）。 ’Crown Entities

エージェンシーの職員は国家公務員のままであるが、その長官は公募による。長官は所管

大臣に対して特定の行政サービスの供給義務を負う。エージェンシーは独立した組織として

中央省庁から分離され、機構改革、予算の執行などのマネジメントの面での裁量は著しく拡

大される。エージェンシー化のメリットは、経営管理に自由度を高めることで、効率性とサ

ービスの質の向上を目指すことができることがあげられる。ただし、エージェンシー化に際

しては、所管大臣との契約にしたがって事業運営がなされているかどうか、業績評価／査定

を厳格に行う必要がある。

（４）伝統的官僚システムと によるシステムの対比NPM

伝統的官僚システム によるシステムNPM

法令・規則による管理 業績／成果による管理

単一の職務に特化した分業システム サービス供給の効率化のための柔軟な組織

運営

明確なヒエラルキー・システム 自律的で業績評価の単位である小規模な

組織間での契約によるマネジメント

競争的な手段の限定的な活用 民間委託や内部市場システムの活用

戦略的マネジメントの欠如 供給サイドからの一方的な意思決定を行う

のではなく、顧客（国民あるいは利用者）

サイドのニーズを反映したマネジメント

２ 教育改革のねらい

かつてニュージーランドは 「社会改革の実験室」と評されたことがある。日本の約７割、

の国土と総人口が横浜市の人口に匹敵するという小国でありながら、ニュージーランドの行

政改革、社会改革をはじめとする諸分野で果敢にも他国に類を見ない抜本的改革を成し遂げ

てきた。教育分野においても 「教育改革の実験室」ともいえる大改革を断行してから約 10、

年が過ぎた。まさに一夜にしてそれまでの教育制度をひっくり返すような急進的かつ抜本的

な改革であったが、その経緯と成果は注目を集めている。

（１）1980年代後半の教育改革

現在のニュージーランドの教育制度は「世界でもっとも分権化された制度」であるといわ

れる。1980 年代後半の教育改革により、それまで 年以上続いた教育委員会制度が廃止100

され、代わって教育行政の末端機関としてすべての公立初等中等学校に、父母代表を中心に

組織される学校理事会（ ）が設置され、大幅な学校分権が行われた。同時に、委譲されBOT

た権限に対する学校（ ）の責任の明確化を図るとともに、学校評価の結果を父母や地域BOT

に公表することにより、教育の質の向上を図ることを目的とした学校評価システムが確立さ

れた。その特徴は、学校評価を専門に行う教育機関評価局（ ）を設置し、独立した専門ERO

機関による外部評価を制度化したことにある。その結果、外部からの刺激による学校改善が
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展開されることとなった。

このように、ニュージーランドでは学校分権化と による自律的学校経営の推進が図BOT

られ、父母や地域の学校参加や学校選択の仕組みが確立されるとともに、第三者機関による

National Education外部評価システムの導入が図られた。他方、全国教育指針（

）やナショナル・カリキュラムをはじめとして、国による基準性の強化もまた重Guidelines

視してきた。言い換えれば、自律的学校経営に対していわばチェック・アンド・バランスの

原理を維持しつつ、その促進を図ってきたのである。

（２）教育の学校分権化①～教育委員会制度の廃止～

自律的学校経営は、アメリカやイギリス、オーストラリアをはじめとする各国で行われて

いる。しかしながら、ニュージーランドにおける自律的学校経営システムの導入は、それま

で 年以上にわたり教育行政において重要な役割を果たしてきた教育委員会制度の全面廃100

止を背景としているところに、一つの特徴がある。

「教育省－教育委員会」を中心とする中央集権的教育行政は、改革の青写真を示した「ピ

コット報告 （ ）の提言を契機に抜本的に改革された 「ピコット報告」は、効果的な自」 。1988

律的学校経営システムの導入に向けて、教育委員会制度を廃止し教育行政の単純化を図ると

ともに、学校の政策決定権を大幅に強め政策決定段階に直接父母や地域の教育要求を反映さ

1988 1989せることを提言した この提言は 明日の学校 及び。 、「 」（ 、 ） 「Tomorrow s Schools’

年教育法」により直ちに具現化されることになった。

（３）教育の学校分権化②～学校理事会の設置～

は、在籍する生徒の父母（保護者）により選出される父母代表を中心に組織される学BOT

校経営主体である。設置当初から現在に至るまで、学校に対する単なる補助的組織ではなく、

各学校のカリキュラム作成から学校財政、人事政策に至る学校の経営計画全般について最終

的な責任を担う自律的学校経営の鍵的組織として機能している。

① の構成BOT

は在籍する生徒の父母（保護者）により選出される父母代表３～７名、校長、教職BOT

員代表１名、生徒代表１名（中等学校の場合 、共同選出による代表（父母代表の数を超え）

ない範囲）から構成される。３年に１度、委員の改選が行われる。基本的には、父母や地域

住民からの立候補を募り、投票（学校での直接投票もしくは郵送）による選挙が実施される。

新聞やテレビ、ラジオ、街頭ポスターなどを使って全国規模で展開される。

② の権限と責任BOT

の権限は、全国学校経営指針（ ）及び｢ 年BOT National Administration Guidelines 1989

教育法｣に規定されている。その中には、学校予算の立案・運用、校長・教員の任免、カリ

キュラムの編成などが含まれ、これら学校経営全般にわたるすべての事項は、 の全体BOT

会議において審議・決定される。

が学校経営において重要かつ大幅な権限を有するだけに、その責任の明確化は不可BOT

、欠である。そのため は、学校の教育目標、人事・財政・財産管理などについての方針BOT

の活動内容などを父母や地域、さらには教育省に明示するため、それらを記載したチBOT

ャーターを作成しなければならない。チャーターは、学校と父母・地域、さらには学校と国
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家との間の一種の契約として位置づけられる。さらに、チャーターに記載されたことが遵守

されているかどうかは により評価される。ERO

さらに、 には、学校経営の短期・長期計画（ ）や年次報告書の作成、BOT Strategic Plan

自己評価の実施も義務づけられている。 とは、学校経営全般にわたる諸政策Strategic Plan

をまとめたものである。といっても、単に政策を箇条書きに羅列したものではなく、政策の

内容を詳細に示した上でその年度の優先政策を明確にし、さらに政策ごとに実施過程、実施

期日及び実施担当者を明記している。 は、一般教員及び管理職らによる資料Strategic Plan

をもとに校長が草案を作成し、 の全体会議によって検討・承認される。当然、毎年作BOT

成することが義務づけられている。

後述するが、ニュージーランドでは学校自身による自己評価と外部専門機関（ ）によERO

る外部機関評価の両方がシステム化されており、その両者が密接に関連している。つまり、

各学校が作成する や政策全般に関する年次報告書、学校自己評価の実施過Strategic Plan

程や評価結果に関する文書等、学校自己評価に関するすべての資料は、外部機関評価の基礎

資料となっている。この基礎資料及び法令、全国的指針等をベースとして、訪問調査等を加

えつつ外部機関評価がなされる。そして、この外部機関評価結果をもとに、各学校では次年

度の 及び学校自己評価の実施過程等の見直しが図られるというサイクルがStrategic Plan

確立されているのである。

③ 会議の開催BOT

には、その下部組織として委員が兼任する形で構成される小委員会があり、各委員BOT

会ごとに月１～３回程度の会議が開かれる。そこでの審議をふまえ、月１回 の全体会BOT

議が開かれる。全体会議では、前回議事録、校長による報告書及び各委員会による報告書を

もとに審議が行われる。

④ 課題

による自律的学校経営が導入されてから約 年が経ち、 は学校経営の鍵的組織BOT 10 BOT

として確実に定着してきた。しかし、これまでの過程のなかで指摘される課題は多い。

第一に、 と校長のパートナーシップの問題である。両者が互いの役割を理解し、友好BOT

的関係を築けるかどうかで、効果的な学校経営を成し得るか否かが決まるといっても過言で

はない。

BOT第二に 校長の多忙化の問題である どの学校を訪問してみても 校長は口をそろえて、 。 、

制度の導入により以前とは比較にならないほど多忙になったという。とくに、報告書の作成

などペーパーワークが非常に多くなったことによる負担は大きい。

第三に、研修を含めた に対する支援体制の整備・確立の問題である。 が学校経BOT BOT

営に対して重要な責務を担う分、各委員に対してはそれに対応するだけの意欲とスキルが求

められる。とはいえ、 はいわゆる素人を中心に組織される機関であり、それだけに何BOT

らかの専門的支援は不可欠である。とくにカリキュラム作成に関する からの支援要請BOT

が多い。そうした専門的支援や の研修を含めた の支援体制の充実は、自律的学校BOT BOT

経営を維持する上で、重要な課題といえる。

（４）外部専門機関による学校評価システム

ニュージーランドの学校評価システムを通観するならば、以下の５点を指摘することがで
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きる。すなわち、①学校分権の受け皿として が設置されたことにより、②社会的・文BOT

化的・民族的相違を背景とする多様な教育要求をもつ生徒やその父母、地域の需要に応答し

つつ学校財政を効果的に活用し、その成果を公表するという責任が各学校に負荷された。③

そのチェックは、全国教育指針やナショナル・カリキュラムにもとづく効果的な教育活動の

。提供という観点から指向され、④具体的には による外部評価という形で制度化されたERO

⑤その結果、外部からの刺激による学校改善が展開されている。言い換えれば、このシステ

ムを貫いているのが「アカウンタビリティ」と「コントロール」である。

① の機能ERO

は、旧教育省（改革前）が有していた監査業務を担う専門機関として、新教育省ERO

（改革後）からは独立した形で「 年教育法」により設置された機関である。 は、1989 ERO

教育機関評価局担当大臣（ 、現在は教Minister responsible for theEducationReview Office

育大臣〈 〉が兼務）と教育機関評価局長官（ ）Minister of Education Chief Review Officer

との間で結ばれる契約（ ）にもとづき、教育機関の調査及び評価を通じて教育の質contract

の改善に寄与することを目的としている。

の主たる業務は、① 、就学前教育機関、初等・中等学校を対象としERO homeschooling

た学校評価の実施及び報告書の作成、②学校改善に向けた評価結果に対するフォローアップ、

③全国的教育問題に関する調査研究及び報告書の作成、④教育評価局担当大臣に対する政策

提言である。

② による学校評価ERO

学校評価は、ほぼ３年に１度実施される。 には約 名の調査官がおり、 の地方ERO 120 10

事務所に配属されている。その調査官が、担当地域の学校を訪問して評価報告書を作成する。

大まかな手順は次の通りである。①学校は２，３ヶ月以内に による調査があることがERO

通知され、調査に必要な資料を事前に に送付するよう依頼される。②数名の調査官でERO

組織される調査チームが、事前に送られた資料を分析する。③調査チームが学校を訪問し、

より詳しい情報の収集にあたる。期間は、数日から１週間程度。④訪問調査終了後、調査チ

ームから に対し調査の過程が報告される。⑤訪問調査終了から３週間以内に報告書がBOT

作成され、 に送付される。事実誤認があれば、 日以内に に報告する。⑥修正BOT 15 ERO

済みの最終報告書が に送付される。⑦重大な問題が指摘された場合、６ヶ月後に再調BOT

査を行う。改善がみられない場合は の解雇もありうる。BOT

評価は、次の３つの観点から行われる。①学校の教育活動が法律、全国教育指針、ナショ

ナル・カリキュラム及びチャーターに合致しているか、② による効果的な学校経営がBOT

行われているか、③生徒に対して効果的な教育活動を提供しているか。

③ 課題

各学校の最終報告書は、学校と同時に教育機関評価局担当大臣にも送付される。教育省は

その報告書を参考に、問題を抱える学校や地域を発見し必要な支援を行っている。つまり、

による学校評価は、①各学校（ ）に対して改善が必要とされる点を客観的に指摘ERO BOT

し、②学校自身では改善が困難な学校に対して公的な支援を得て学校を改善していく道を提

供し、③さらに教育省の政策立案に必要な情報を提供しているのである。

しかしながら、 による学校評価の必要性はほぼ認められているものの、その中立性ERO

や独立性に対する学校側からの疑念は根強く、各種の調査報告書には による学校評価ERO
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の評価結果が各学校の改善に結びついていないといった指摘が多々みられる。

そうした による学校評価が大きな転換期を迎えたのは、 年 月に成立した連ERO 1996 12

立政権により外部機関評価の在り方の見直しが政府の重要課題の一つとされたことによる。

Achieving1997 年に出された調査委員会「外部評価の在り方に関する調査報告書 （」

Self-management, Self-review,Excellence）は 「自律的経営・自己評価・自己改善 （、 」

）をキーワードとし、学校の自己改善力の育成と外部機関による学校評価Self-improvement

のより効果的な活用を強調しており、外部機関評価における学校自己評価の最大限の活用な

どを提言した。この提言のなかで、特に注目すべきことは、 に対して評価結果に対すERO

るフォローアップ機能を求めたことである 「ピコット報告」でも、政策立案機能と支援機。

能の分離の妥当性は述べられており、それゆえ 設置時においては が支援機能を有ERO ERO

しないことは明記されていた。しかし による学校評価が実施されて 年余りが経ったERO 10

現在、 が支援機能を有することになったのである。この背景には、自律的学校経営にERO

対するこれまでの支援体制に の評価結果がうまく反映されていなかったという問題のERO

克服と、学校側からの による学校評価に対する理解を得てその評価結果を活かしていERO

くには、学校側が抱いていた に対する最大の批判を払拭する必要があったからだと考ERO

えられる。

（５）教育改革の成果と課題

1980 年代後半の教育改革による最大の成果は、実際の学校や教室で何が起こり、どのよう

な教育活動が展開されているのかということに対する父母や地域の理解が深まったことであ

ろう。そして、それに付随して校長・教員と父母・地域との関係がより密接なものになった

とことがもたらす教育的効果も期待できる。

ニュージーランドで による自律的学校経営が定着し得た背景には、もともと学校のBOT

様々な場面（教室、施設管理、寄附金調達など）において、父母や地域による奉仕的活動が

日常的に行われており、学校と父母・地域のパートナーシップを確立するための素地があっ

たという社会的特質がある。それゆえ、奉仕的要素の強い の活動も比較的受け入れらBOT

れ易く、学校経営に対して効果的に機能することができたといえよう。

しかしながら、これまでの改革はあくまで「制度」改革である。今、教育省が優先的政策

課題の筆頭に掲げているのは、子どもの基礎学力の向上である。国際テストにおいて、とく

に数学における計算力の弱さが浮き彫りになったこともあり、現在数学を中心として長期・

短期的な基礎学力改善プログラムが初等・中等学校を通じて全国的に展開されている。

による自律的学校経営や による外部評価の導入といった制度改革による効果が、BOT ERO

子どもが受ける日々の教育の質の改善にこれまで以上に反映されることが期待される。

４ ベンチマーキング実施にあたっての視点

１ ニュージーランドを理解する

① 「規模」の違いが生み出すもの：国土の特徴、人口・人口密度・学校数・生徒数…

② 「中央集権的国家 「高度福祉国家」としての過去」

③ ニュージーランドの行政改革は、情け容赦なし？

④ 多民族国家であることに起因する諸問題
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⑤ 地方自治制度の違い

２ 「学校と地域との連携」と学校理事会

① 学校（学校理事会）の位置づけ

→学校は「教育機関」であると同時に「教育行政の末端機関」である。

は単なる「学校案内」ではなく、教育省との「契約（書 」である。Charter ）

② 父母代表を中心とした機関（ ）が学校経営の鍵的組織として成り立つ理由BOT

→父母の学校に対する考え方

「学校と地域の連携」は自然発生的なもの

学校経営という観点から校長（学校）が父母・地域に求めるもの

◎学校理事会制度は、学校経営の主体が学校経営に対して素人であるという現実に対する

フォローシステムが整っていて初めて成立する制度である。

３ 結果／成果主義にもとづく評価～ による外部機関評価の意義～ERO

と教育省との関係① ERO

② 外部機関評価に対する学校側の捉え方

③ 外部機関評価が活かされる学校とそうでない学校

④ 学校による自己評価と外部機関評価の関係
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今後の三重の教育にむけて

～ニュージーランド教育改革調査団からの提言～

当教育改革調査団が実施したベンチマーキングの成果をもとに、本県が目指す「学習者

起点の教育」に向けた具体的な取組の方向性について、次のような参考点が見出された。

１ 各学校における自律的な学校経営の推進

～直接判断をするところへのエンパワーメント～

ニュージーランドでは、それぞれの学校に保護者を中心メンバーとした「学校理事会

Board of Trustees BOT National Administration( ： 」が設置されており、全国学校経営指針 (）

) に基づき、学校教育目標やカリキュラムの決定、校長を始めとした職員の任Guidelines

免、予算の立案と執行等、学校経営の中心的な役割を果たしている。また、各学校は、自

己評価を行うことはもちろん、教育活動が法律、全国教育指針( )、National Education Guidelines

全国カリキュラム( )及び当該学校が作成したチャーターに合致The New Zealand Curriculum

しているか、 が効果的に機能しているか等について 「教育機関評価局( )」によBOT ERO、

る外部機関評価を受けるシステムが確立されている。これらのことは、地域・保護者の教

育に対する要望を取り入れた学校経営を実現するのに有効に働くとともに、 を中心BOT

とした学校経営の質を担保することにつながっている。

各都道府県教育委員会及び市町村等教育委員会が、設置者として小・中学校の教育及び

高等学校（県立盲聾養護学校を含む）教育を国民に提供する教育行政制度となっている我

が国においては、現在、国と県及び市町村との役割分担の明確化が図られ分権化が進む中

で、教育内容の多様化と一層の充実、及び教育行政の効率化が目指されている。

このような中、直ちにニュージーランドの教育改革で断行されたように教育委員会制度

を廃止することは現実的ではないが、教育委員会は、できるだけ学校に権限を移譲し、学

、 、校の自律性を高めつつ 効果的な学校経営を行うことができるよう支援することによって

学習者起点の教育の充実を目指すことが必要である。

（１）学校への権限移譲

学習者起点の教育サービスを提供するためにも、学習者により近いところで迅速かつ

的確な判断に基づく、効果的な学校運営ができるようにすることが必要である。

この点において、ニュージーランドにおける による主体的な学校経営に学ぶとBOT

ころは大きい。なお、生徒数や学校規模によって決定される学校予算の中に教員の給与

、 、 。費の一部をも組み込んだ試みは見直しが行われ 現在では この制度は廃止されている

・教育委員会の業務は、施策立案を行うとともに、その実現に向けた財政上の措置を

講じ、あわせて各学校における効果的な執行を支援することを中心とする。

・学校評議員や保護者・地域住民の参画を促すシステムを構策し、地域や保護者の期
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待や願を取り入れた教育課程の編成を一層推進する。

・予算の配当にあたっては、細かい節割りを廃止し、所属長の責任において執行でき

るようにするなど、効果的な学校経営に向けた予算の柔軟な執行を可能にするため

の制度面の充実を図る。

・教職員の公募制度を採り入れるなど、目指す学校像を実現するために求められる教

職員を配置するための人事異動システムを構築する。

（２）学校評議員制度の充実発展による「学校理事会制度」の導入

現在の学校評議員制度を充実発展させ、さらに、保護者・地域住民等を加えて学校経

営を中心的に進めていく組織としての学校理事会を設置することにより、開かれた学校

づくりとともに、地域保護者の願をより取り入れた学校経営を可能とする。なお、保護

者や地域住民の声については、学校経営に関して素人であるという意見もあるが、逆に

そのことを重要な視点として捉え、一般の人々が現在の学校に対して何を求めているの

かを知り学校教育の在り方を見直す指針として受け止め、教育目標の設定や教育活動の

展開に反映させることが大切である。また、学校理事会は、保護者や地域住民とも積極

的に関わり、学校教育の充実をサポートする機関として位置づけることが必要である。

ニュージーランドにおける のチェアパーソンが 「学校の教育方針を地域に伝えBOT 、

たり、学校から離れていった生徒を支え、学校に戻したりするのは、 の仕事であBOT

る 」とも述べていたが、 は、学校と地域住民とを結び、そこに生活する児童生徒。 BOT

を育成する機能を高める役割を果たしているのである。この点は、参考にすべき点であ

る。

・学校理事会は、校長とともに、学校経営の推進に対して責任を負う機関として位置

づけ、校外における児童生徒の生活面の充実の視点からも学校と地域を結ぶ中心的

な役割を果たす機関とする。

・学校のミッションを明確にするとともに、教育課程を編成するにあたっては、学校

理事会の承認を受けるものとし、それらを学校理事会と教育委員会及び学習者との

チャーター（契約）として位置づけ公表するとともに、学校評価を行う際の視点と

しても活用する。

・学校理事会が予算の執行を掌握するとともに、地域からの寄附などによって学校理

。（ 、 、事会独自の予算を編成することを可能とする では 地域の企業等と連携しBOT

利益の一部を学校教育のための寄附として受ける制度も設けている ）。

（３）コミュニティースクールの設置

学校評議員や保護者、地域代表を委員とした学校理事会制度をさらに深め、そこに、

校長を始めとした教職員の採用、教育課程の編成、教科書の採択など幅広い権限を与え

たコミュニティースクールを１校でも設置することは、特色ある学校づくりや学校間の

緊張と活性化を生む契機となることが期待できる。そこで、次のような視点を踏まえ、

コミュニティースクールの設置に向けて検討を行う。



－ －22

・学校の設置は教育委員会が行うこととし、学校に関する包括的管理権を可能な限

り、学校評議員や保護者、地域住民の代表からなる学校理事会に移譲し、学校経営

を行うものとする。

・学校の管理運営に関する規則等についても特例の扱いとし、学校理事会の権限をで

きるだけ拡大して、独自の学校経営を可能とする。

・校長及び教職員の任用については、公募制とし、学校理事会が任期を設けて採用す

る （資格等については、公立学校教員に準拠する ）。 。

・教職員には公務員としての身分を与え、地方公務員法及び教育公務員特例法等の適

用を受けるものとする。

・県費負担教職員の職にある者がその学校職員に任用される場合は、割愛による採用

とし、任期満了となった場合は県費負担教職員の籍に戻り、従来の校種における教

職員として公立学校に採用されることとする。

・学校予算は、児童生徒数に応じて一括した配当を行い、学校長及び学校理事会の責

任において執行し、直接財政当局からの監査を受ける制度とする。ただし、学校理

事会の裁量により、寄附を受けたり、保護者から一定の運営費を徴収できることと

する。

・教育課程の編成にあたっては、学習指導要領等に基づき、法的に支障がない限りに

おいて、学校理事会と学校が協働して策定する。

・学校経営の指針や学校教育目標を広く公表し、入学希望者を募集する。通学区域は

特に設けず、保護者の責任により通学可能なものは原則として受け入れるものとす

る。

・学校に対するサポート体制は、他の公立学校と同様に活用できるものとする。

２ 学校経営システムの見直し

～ミッションマネジメントによる学校経営の充実～

National Educationニュージーランドでは、それぞれの学校ごとに、全国教育指針(

)と全国カリキュラム( )の範囲内において定められた教Guidelines The New Zealand Curriculum

育目標、具体的な教育活動、人事、財政、財産管理、施設設備等についての方針や目標を

明記したチャーターが作成され、教育省の承認を受けるとともに、地域保護者にも明示さ

れる。このチャーターは 「地域と学校、学校と国家との一種の契約」として位置づけら、

れ、 の活動すなわち学校経営の基盤となるものである。さらに、このチャーターをBOT

より具体化した戦略計画（ストラティジックプラン）が作成され、教育活動の進め方や具

体的な取り組み内容が明確に示される。このことは、学校理事会の仕組みと相まって、そ

。 、れぞれの学校が教育行政の末端機関として位置づいていることを示すものでもある また

このストラティジックプランは、学校評価を実施する際の評価の視点としても活用されて

いる。
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これらのことは、学校の教育活動を明確にし、公教育としての説明責任を果たすととも

に、継続した学校改善に結びつける上で参考にすべき点である。

（１）ミッションステートメントによる学校経営

、 、魅力ある学校づくり特色ある学校づくりの重要性が指摘される中 これからの校長は

学校のミッションを明確にするとともに、ビジョンを持ち、それに向けた条件整備を行

い、新しい学校文化を創造していくことが求められている。ミッションとは、学校の存

在意義とも言える学校の使命であり、ビジョンとは、その学校が目指す姿である。これ

らを具体的な形で明確にし、学校教育活動の全てをそれらのもとに統合するミッション

マネージメントの視点を取り入れた学校経営によって、職員のみならず、保護者地域を

も巻き込んだ教育活動の展開が期待されているのである。

・各学校のミッションとも言える教育目標（学校の使命 、ビジョンにあたる教育目）

標を、それぞれの学校における児童生徒、地域の実態や願に基づいた具体的な形で

明確にする。

・ミッションやビジョンに基づき、どのような教育活動を展開するのかをストラティ

ジックプランのように具体化し明確に示す。

・ミッションやビジョン、さらにその実現に向けたストラティジックプランを、学校

が果たすべき契約内容として具体的に公表する。

・それぞれの教育活動を、ミッションやビジョンに基づき評価し、より良いものへと

更新する継続的な改善システムを構築する。

（２）学校経営組織の充実

各学校や教育機関は、教育行政の最前線機関であるという位置づけを明確にするとと

もに、各所属長のリーダーシップに基づき、それぞれの学校及び機関に求められる機能

や役割を明らかにして教育行政サービスの充実を図る必要がある。

その際には、限られた資源（職員、予算、施設等）をより有効に活用し、最大限の効

果を上げることが期待される。そのためには、学校全体が、組織体として共通認識のも

と一丸となって教育活動にあたることが必要となる。ニュージーランドでは、同じ教科

の教員が積極的に教材研究や授業公開を行い、互いの授業の質を向上させるためのチー

ムとして教育活動にあたっている。

校長には、フラット型の組織のよさを活かしながら、組織をまとめ目標達成のための

戦略に向かわせるリーダーシップが求められる。

・学校のミッションやビジョンを具体的に示し、その実現のための戦略プランを作成

して公表する。また、そのための学校体制を組織化する。

・各学校や教育機関のミッションやビジョン等を公開し、評価活動を取り入れながら

継続的な改善を行うことによって経営品質の向上を図る。

・学習者起点の経営方針に基づき、顧客のニーズを把握しつつ、組織体として効果的

な経営の推進を図る。
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・学校や教育機関の内外環境を的確に把握し、方向性を示すとともに校内の組織を整

え、地域の特性や人材を有効に活用した経営の推進を図る。

・それぞれの分掌や個へのエンパワーメントを行い、組織の活性化を図る。

・教職員間及び分掌間で互いに協力しながらチームとして教育活動の質を高めるシス

テムを充実する。

３ 学校評価の充実

～教育活動の継続的な改善に向けた評価の実施～

学校が組織体としてその機能を十分に発揮するためにも、日々の教育活動を見直し、よ

り良いものへと質の向上を図ることが必要である。そのためにも、各学校の教育政策や教

育目標の在り方を含め、学校教育目標の達成度、教育活動の質、地域・保護者との連携の

在り方等、学校経営全般に渡って評価を行い、教育活動の継続した改善を図るための評価

システムを確立する必要がある。

なお、評価結果については、教育活動の改善に活かすものであり、各学校及び教育委員

会における取組の見直しとともに、教育委員会においては具体的教育施策に反映させるた

めの材料として位置づけることが必要である。

、 、ニュージーランドにおいては 各学校のチャーターやストラティジックプランに基づき

それぞれの学校で自己評価を実施するとともに、教育省から独立した機関である教育機関

評価局( )が外部評価を実施し、その結果を公表している。この独立した第三者機関でERO

ある の評価報告は、教育省にも提出され、教育政策立案に役立てられるとともに、ERO

各学校への支援の在り方を検討する材料にもなっている。このことは、外部機関評価が教

、 、育の現状を把握する上で有効に活用されていることを示すものであるとともに ひいては

政策立案機関である教育省の機能に対する評価にも結びついていることを示しており、参

考にすべき点である。

（１）学校自己評価の充実

学校の教育ビジョンを明確に示し、それに対する自己評価を実施することが必要であ

る。その際には、学校教育目標の達成度に関する評価を実施するとともに、各学校にお

いて保護者や地域住民の意見等をその判断材料として取り入れる方策を構築することが

求められる。

また、評価の結果については、ホームページに掲載するなどして、学校の取り組みと

、 、成果及び課題等を広く県民に公表し 公教育としての学校の説明責任を果たすとともに

あわせて、県民等からの意見を聞き参画を促すシステムとする。

・学校教育活動の改善を図るための評価システムであるという視点から、ミッションマ

ネジメントによる学校教育目標とその実現のための教育活動とともに、評価基準につ

いてもあらかじめ公表する。

・児童生徒による授業評価や、学校の教育活動に対する保護者・地域住民等からの意見
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や評価等を積極的に取り入れ、自己評価を実施する際の判断材料とする。

・自己評価を継続的に実施し、その結果はミッションマネジメントの見直しとリンクさ

せ、次段階の経営計画の策定につなげる。

・評価結果はホームページ等を活用し、広く公表する。

・ＰＴＡや学校評議員の制度を活用し、学校の課題改善に向けた方策をともに検討する

等、連携協働のシステムを構築する。

（２）外部評価の導入

学校評価については、教育政策を立案する機能が教育委員会にあることに鑑み、教育

委員会の政策方針も含めて、評価を実施することが必要である。

このことに伴い、評価の実施主体として外部評価機関を設置する。外部評価機関の設

置にあたっては、教育委員会の所管外とし、教育委員会と独立した機関（首長部局の住

民の意見をまとめる部署の所管とすることも一案であると考える）として設置すること

や、現在の学校評議員制度を活用し、各学校の評議員からなる学校評価機関を設置し、

外部評価を実施することも考えられる。

４ サポート・支援体制の充実

～サポートチームの組織化とネットワーク化～

学校及び教育機関等に対する支援体制の充実にあたっては、教育委員会の内部組織の

充実に限らず、地域社会の教育力や民間活力の導入を促進するとともに、必要に応じて

共同研究を実施するなどその体制づくりを行う必要がある。

サポート・支援の提供にあたっては、複数の民間コンサルタントや研究機関等を活用

。 、 、することが考えられる その際には それらに対し求める支援内容をあらかじめ明示し

教育委員会がそれらと契約を結ぶことによって、各学校や教育機関が自らの課題に合致

したサポートを受けることができるようにする等の工夫を講ずるべきである。

、 、 。なお 総合教育センターの機能については 一部民営化を導入することも考えられる

ニュージーランドにおいては、教育省が による外部評価報告等をもとに、学校ERO

が抱える諸課題を把握し、その解決とより一層の学校教育の充実に向け必要となるサポ

ート内容を政策として取り上げ、教育系大学等に設けられた学校サポートセンターや民

営化された教育研究所等様々な機関と研修の実施に係る契約を結ぶことによって、学校

を支援する体制をとっている。各サポート機関は民営化された組織であり、市場原理に

基づく競争によって、質の向上が図られている。また、この支援内容は多岐に渡り、各

、 。 、学校は 自らの課題に沿った支援内容を選びそこの支援を受けることとなる もちろん

各学校独自に自らの資金によって、これらのサポート機関と契約を結びサポートを受け

ることもできる。

この制度を採り入れることによって、サポート内容の多様化と質の向上を期待するこ

とができる。
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（１）学校におけるサポートチームの編制

学校の経営組織上においても、授業を含めた全ての教育活動に対し、職員が共通理解

、 。のもと互いに意見を交換し 質の向上を図るチームとしての取組体制の充実が望まれる

また、校長には、学校自己評価を始めとする評価結果を活用し、より良い教育活動が実

施される体制づくりとそのための学校組織経営が求められる。

・各学校における教職員間での教材研究や公開授業研究をシステム化する中で、当該

教科や学年団の教員がチームとして授業の充実を図る体制を確立し、教職員間にお

ける研修及びサポート体制を構築する。

・学校のミッションやビジョン、ストラティジックプランに対する評価を分析し再編

することを通し、それぞれの分掌組織や教科チームに求められる取組を明確にして

その方向性を示す。

（２）地域によるサポートチームの編制

ＰＴＡ組織や学校評議員制度、さらには学校理事会などを活用し、地域における児童

生徒の日常生活面でのサポート体制を整えるとともに、学校教育に地域の人材を活用す

る体制を整えるべきである。

ニュージーランドでは、学校理事会のチェアパーソンは、常に地域との連携を取り、

学校教育についての情報を地域に発信するとともに、地域の声を集約し学校教育に取り

入れる役目を果たしている。また、学校外での児童生徒の教育に対しては、学校理事会

、 。 。が中心となり 家庭と連携をとりながら進めている この点は大いに学ぶべき点である

・開かれた学校づくりの推進と学校の情報の積極的な発信を進めることによって、保

護者及び地域住民の学校教育への参画を促す。

・学校自己評価に保護者地域住民の声を取り入れ、ともに学校教育の質の向上を目指

す体制を構築する。

・ＰＴＡや社会教育団体、関係機関等との連携を深め、ネットワークを構築する。

（３）民間によるサポートチームの編制

学校の抱える諸課題の解決に向けて役立つと考えられる経営コンサルタントを始めと

した民間企業の経営手法や、民間教育機関、研究機関のノウハウを活用するサポート体

制を整える必要がある。

・所属長を中心として、経営のためのリーダーシップ育成のための系統的な研修を実

施し、マネジメント力の向上を図る。

・経営面におけるサポートシステムを充実する視点から、民間教育機関や研究機関の

支援を受けることができる体制づくりを推進するとともに、民間コンサルタント企

業等との連携研究による支援体制を確立し、各学校や教育機関の求めに応じたサポー

トを提供できるようにする。

（４）教育委員会によるサポート体制の充実

教育委員会は、教育行政上の政策として、学校教育充実のために求められる支援内容
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を調査分析し、課題を明確にして民間組織との契約を締結するなど、市場原理による質

の向上を図るとともに、多様なニーズに対応できる学校支援プログラムを提供すること

が必要である。また、学校のサポート体制充実に向け、民間活力の導入とあわせて、教

育委員会の内部組織における学校支援組織の一層の充実を図る必要がある。

・学校評価活動の結果を政策立案に活かすシステムを構築する。

・必要に応じ、共同研究を実施するなど、サポート機関の育成を支援する。

・教育事務所を中心に、各小中学校や市町村等における今日的教育課題や教科指導等

に係る研修支援の充実を図る。

・国立教育政策研究所や大学研究室及び私学等との連携研究による支援体制を確立

し、各学校や教育機関の求めに応じたサポートを提供できるようにする。

・学校教育課及び教育事務所学校教育グループや総合教育センターにおける、学校経

営に関するサポート機能の充実を図る。

・図書館、美術館、博物館等に勤務する専門職員による教員研修の実施や授業への参

画を推進する。

・指導力不足教員の概念を明確にし、当該教員の資質向上のための研修プログラムの

開発を教育サポート機関と契約し、校長の提示した研修計画を実施するための予算

的措置を講ずる等、支援体制を確立する。

５ ネットワーク

～学校経営・学校評価・学校支援の連携とネットワーク～

ニュージーランドにおける教育改革では、教育省が政策立案を行い、実際に学校を支援

する執行部門をエージェンシー化することによって、市場原理を導入し、効率的に教育の

。 、 、 、質の向上を目指してきた その結果 効率化が進んだものの それぞれの機関を結びつけ

その役割をネットワーク化する機能が取り残され十分に機能していないという問題点が見

えてきている。

例えば、学校経営のサポート面においても、今回訪問したいくつかの学校のように学校

と学校支援センターとのネットワークがうまく機能している学校では、学校評価の結果を

もとに、各学校の課題を明確にし、 とも連携しながら効果的な学校改善が図られてBOT

いる。一方、 による外部評価で改善点が指摘されながらも、それが の学校経営ERO BOT

にうまく活用されなかったり、数多くのサポート機関の中から当該校の課題にあったサポー

トの提供先がうまく見つけられなかったりすることによって改善が進まないなど、せっか

くの制度が有効に活用されていない例もあるという。

このような中、学校経営・学校評価・学校支援等、それぞれの機能をつなげるネットワー

クが重要であり、その機能を果たしていく機関が必要である。

・各機関の役割を明確にし、教育委員会が、政策立案機能として、学校を中心とした

ネットワークづくりのための中心的役割を果たす。
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・市町村等立小中学校に対しては、各研究機関及びサポート機関等との総合的コーディ

ネート機関として教育事務所を位置づけ、その役割を充実する。

・学校教育課及び教育事務所学校教育グループや総合教育センターにおけるサポート

機能の充実を図るとともに、学校支援機関とのコーディネート機能を充実する。

６ 社会教育の充実

社会の熟成に伴い生涯にわたる学習の重要性がクローズアップされるとともに、児童生

徒の教育においても、自らの興味関心に基づいて主体的に学ぶ態度の育成が目指されてお

り、生涯学習の充実が求められている。

ニュージーランドにおいては、社会生活全体にゆとりが感じられ、大人達も定時に仕事

を終えた後、学校や公園を始めとする公共施設を自由に利用してスポーツを楽しんだり、

家の改装を行ったり、ガーディニングを行ったりしながら、それぞれに生活を楽しんでい

る。また、人々は、地域の一員として、学校理事会を通じて学校教育に参画し、ボランティ

アで学校を支えている。地域社会全体が、ゆとりを持っており、その中で、子ども達は、

社会の一員として活動している。

また、 は、地域に入り学校の教育活動について情報を発信するとともに、学校にBOT

対する地域の声を学校経営に活かすことや、地域における児童生徒の指導にあたるなど、

学校と地域とを結ぶ機関として位置付いている。

ゆとりの教育と生きる力の育成が叫ばれる我が国においても、地域との連携という点か

らも、参考とすべきことである。

オークランド博物館においては、豊かな展示資料とともに、子どもたちが、実際に体験

しながら学ぶコーナーが広く設置されるとともに、マルチメディア技術と実物を組み合わ

せた展示手法により、子どもたちが保護者とともに楽しみながら主体的に活動することを

通して興味関心を高めるための工夫がなされていた。

・児童生徒の学校外活動を支援する機関及び組織を充実させることにより、学校教育

の位置づけを明確にしていく。

・学校のミッションやビジョンの公表を通して、学校教育の役割を明確にすることに

よって、地域や家庭で果たすべき役割を明らかにしていく。

・ＰＴＡ活動や学校評議員、学校理事会などを活用し、保護者地域を巻き込んだ教育

活動の推進を図る。

・本県においては、美術館の充実とともに、新博物館建設の構想があるが、博物館の

建設にあたっては、地域の特性や文化に関する展示内容の充実に加え、来館者が実

際に手に触れ、活動しながら体験を通して学べるスペースを広く設定するなどの工

夫を講じるとともに、幅広いニーズに合わせたサービスを提供する地域文化発信の

拠点となる複合施設としての建設が望まれる。
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教育省（ ）MINISTRY OF EDUCATION

訪問日時 平成１３年１１月９日（金）

午前１０時３０分～１２時

説 明 者 マーティン コネリー氏 ( )Mr.Martin Connelly

役職 主任政策アナリスト

Ⅰ 事前調査

１ 名 称 教育省 （ ）MINISTRY OFEDUCATION

StPaul'sSquare 45-47 Pipitea Street P.O. Box 1666Thorndon, Wellington２ 所在地

+64 0 4-463-8000 FAX +64 0 4-463-8001電話： ( ) ： ( )

URL http://www.minedu.govt.nz/：

３ 設 立 １９８９年１０月

（１９８９年教育法の制定により を改組）Department of Education

４ 大臣等 教育大臣 氏TrevorMallard

准教育大臣 氏SteveMaharey

准教育大臣 氏Parekura Horomia

准教育大臣 氏Lianne Dalziel

５ 機関設立（教育省改組）の経緯と目的

１９８４年にロンギ政権によって着手された経済分野を中心とする行政諸改革に引き

続き、１９８７年に成立した第２次ロンギ政権において教育・社会福祉分野における改

革が実施された。この教育・社会福祉分野の改革においても、予算の削減や合理化の視

点は大きな位置を占め、教育行政の効率化が求められたのである。

このような情勢の中、１９８７年に設置された教育行政調査委員会が翌１９８８年に

答申した「卓越を求める管理（ （いわゆるピコット報告）Administering for Excellence）」

においては 「効果的な行政システムは、可能な限り単純であるべきであり、政策決定、

は可能な限り現場に近いところでなされるべきである 」と述べられるとともに、教育。

行政の制度について、次の４点が指摘された。

①行政は個人や地域の教育要求に迅速に対応し、かつ要求の変化に対応できなければ

ならない。

②生徒・父母・地域が教育システムを理解し、政策決定に直接参加し、影響力を持て

るような立場にあるべきである。

③教育に関わるものが公平に扱われ、公平に報われるべきであり、そのための機会が

与えられなければならない。

④政策決定に責任を負う者は、自らが行った決定に対し責任を負うべきである。

この「ピコット報告」に示された改革理念に基づき、教育改革が実行される中、教育
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省も改組され( から へ)現在に至っている。Department ofEducation Ministry of Education

この改組によって、教育行政全般に渡っていた教育省の権限は大幅に縮小されること

となり、部門によってはエージェンシー化を図るなどの組織の整理統合と、大幅な人員

の削減が実行されたのである。

６ 具体的な任務とその基本姿勢

現在、教育省の任務は、次の３点に集約されている。

①教育に関する政策立案

②政策実施過程の監督

③効果的な財源配分とその運用に関する助言

教育省を含めた政府の基本姿勢は次のとおりである。

①政府と国民は契約に基づくサービスの提供者と消費者の関係にあり、政府は国民

の要請に根ざしたサービスを提供するものであり、余計な介入はしない。

②行政サービスも投資に見合った成果が求められるものであり、それ故に成果を評

価し、かつそれを国民に説明する責任を有する。

７ 教育行政制度における教育省の位置づけ

教育改革における教育省の改組と合わせて、地方においては、１００年以上続いた教

育委員会を全面的に廃止するとともに、全ての公立初等中等学校（及び統合学校）に学

校経営の中心的な役割を果たす「学校理事会( ： )」が設置された。Board of Trustees BOT

この は、学校の単なる支援組織ではなく、教育省との連絡を始め、当該学校の職BOT

。 、員の任免・人事や予算の立案・運用に渡る大幅な権限と責任を有する機関である 現在

教育省は、地方事務所を通じてこの と直接結びついている。BOT

Education Reivewまた 教育機関の外部評価を行う専門機関としての 教育機関評価局(、 「

： ) 、学術及び職業に関する資格の基準を開発・設定しその水準を評価するOffice ERO 」

「ニュージーランド資格審査機構( ： ) 、教員のNew Zealand Qualification Authority NZQA 」

質を確保するため教員として一定の資格を持つ者を登録しその証明を行う「教員登録委

員会（ 」が設けられ、それらは教育大臣に対して直接責任を負Teacher Registration Board）

っている。その関係を図にすると次のようになっている。

Parents and School Communities父母・地域

Schools and TheirBoardsof Trustees学校・学校理事会

教 育 省 資格審査機関 教員登録委員会 教育機関評価局NZ
Ministry of Education NZQualification Teacher Registration EducationReview

Authority Board Office

教育大臣 評価局担当教育大臣
Minister ofEducation Minister Responsiblefor the

Education Review Office
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Ⅱ 調査目的

① 教育委員会制度の廃止、学校理事会制度の導入、外部評価機関として教育省から独

立した教育評価局の創設などに取り組んだ教育改革の成果について調査し、自律し

た学校経営及び学校評価を進める上での参考とする。

② 教育省の教育行政方針等について調査を行い、本県における教育行政のあり方を考

える上での参考とする。

③ 指導力不足教員に対する認識について調査を行い、教育政策面から教員の資質向上

を考える上での参考とする。

Ⅲ 訪問調査

１ 説明内容及び質疑

（１）教育省の存在意義と教育行政施策実行の視点

教育省の重要な仕事は、次の４点である。

①教育のあり方や方向性を含め、教育のあらゆる側面に対して、政府に政策上の助

言を与えること。

②政府の教育政策を、効率的、効果的、そして全ての国民に対して公正に実行する

こと。

③教育に割り当てられた予算や資源を最も効果的に活用されるよう、助言を与える

こと。

④経済的、社会的な政策課題に対して、教育政策面からの展望を与えること。

これらのことを実現するにあたっては、 による学校教育の状況に対する評価ERO

報告がその判断材料として寄与している。

年におけるニュージーランドの学校数及び在学児童生徒数は、 （初等2000 Primary

学校） 校( 名)、 （地域学校） 校( 名)、 （中等2,220 450,204 Composite 120 40,937 Secondary

336 236,435 Special school 48 2,113学校） 校( 名)、 （特別なニーズに対応する学校） 校(

名)の計２７２４校( 名)である。, 729,689

、 、 、教育省は これらの各学校に対して 単に規則法規や予算面で関わるだけではなく

保護者や地域との関わり、教員資格や雇用理念等に対する視点も含め、そこに学ぶ児

童生徒達に質の高い教育を提供するために学校を支援している。

教育省の施策では、次のようなことを目指している。

①社会的・経済的・民族的に異なる背景を持つ児童・生徒を含め、全ての立場にあ

る児童・生徒について、その学力を向上させるとともに、教育成果の格差をでき

るだけ少なくすること。

②児童生徒、あるいは学校、その他教育機関の活動に着目しながら、児童生徒の学

力を高めるための学習環境の整備計画をサポートすること。
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③次のような機能的な教育行政システムを確立・推進すること。

・児童生徒一人ひとりの学習ニーズや能力を把握し、それに応じた教育を実施す

る教育システム。

・それぞれの地域社会の文化や価値観の違いに応じた教育を実施する教育システ

ム。

・学習意欲が低い児童生徒に対する特別プログラムや学校改善プログラムによ

り、児童生徒が直面する不利の状況を克服する教育システム。

・家庭生活において経験するかも知れない様々な問題に対応するため、福祉、健

康等関係諸機関や地域との連携を密接にしながら、児童生徒の可能性を高める

教育システム。

・児童生徒にとっての実質的な教育の質を保障するために、課題を持つ学校をサ

ポートする教育システム。

これら、教育省の施策を実行するにあたっては、国内１１の地域に設置している教

育省地方事務所が、直接各学校に対して接触を持ち、サポートをしている。

また、特別なニーズをもつ児童生徒達の教育に対する予算的支援も積極的に行って

いる。

（２）学校理事会（ ）制度を導入したことのメリットBOT

教育委員会制度を廃止し、学校理事会制度を導入したメリットは、大きく次の２点

である。

①学校教育に保護者を取り込むことができたこと。

ニュージーランドでは、マオリ民族及び太平洋島嶼系民族等を含めた多民族国家で

あるが故の民族的な考え方の違い、経済的な違い、人口が集中する都市部と農村部な

どの地域による違いなど、国民生活には様々な違いがある。それによって、教育に対

する考え方やニーズもいろいろであったにもかかわらず、今までは、中央であるウエ

、 。 、リントンで施策を決定し 画一的に実施しようとしてきた 学校理事会制度を導入し

その委員の中心を保護者及び地域住民とすることによって、保護者や地域住民の参画

による地域に根ざした学校教育を実施することができるようになった。

このように、教育に対する保護者や地域の思い、考えが学校教育に反映しやすくな

ったことが、大きなメリットの一つである。

②学校において政策を決定・実施することができるようになったこと。

教育委員会制度を廃止し、 に学校経営にあたっての大きな権限を与えたことBOT

により、国家的枠組みを踏まえながらも、学校としての経営方針、政策を独自に決定

し、実行することができるようになった。例えば、従来は、校舎の改築に関して壁の

色をどうする、プールの設置はどうするなどのことも含め教育委員会の許可が必要で

あった。現在では、 会議の方針により決定し、それらを実行することができるBOT

ようになっている。また、校長をはじめとする教職員も、それぞれの学校によって任
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用できる制度となっている。

これらのことによって、保護者や地域住民のニーズをもとにした学校の教育方針を

明確にするとともに、その実現に向けた学校の政策を個々の学校（ ）の判断で実BOT

行できるようになったことが２つ目の大きなメリットである。

（３）教育指針（ガイドライン）について

＜地域差があることや学校理事会においてその学校における教育の方針が決定されること

と、学校における教育の格差を是正しようとする教育省の方針との関係について。＞

ニュージーランドでは、４～５年サイクルで転

居する家庭が多く、児童生徒達も移動してしまう

こととなる。全ての児童生徒に公平な教育を提供

するためには、教育内容における最低限の基準が

必要だという考えから、ナショナルガイドライン

を策定している。このガイドラインに基づき、各

学校が教育課程を編成し、教育の質を保障してい

る。

注）ナショナルガイドラインには、ナショナル

カリキュラムとして、全国共通の基本的な教

育目標と教育内容が示されているが、その内

。容について詳細に規定しているものではない

従って、各学校において具体的な教育計画が作成される。そこでは、統一した教

科書もなく、実際に扱う教材やテキストもそれぞれの教師によって選定され作成

される。

（４）モニタリングプロジェクトにより実施される学力試験について

モニタリングプロジェクトは１９９５年から始まり、４年生と８年生を対象とした

全国的なサンプリングテストをオタゴ大学を中心機関として実施している。毎年、サ

ンプルとなる生徒を対象に、全教科を４つに分けて実施することとしており、４年間

をかけてサンプリング調査のサイクルが完成する仕組みとなっている。

このテストの意義としては、次のような視点から教育の在り方を捉え直すものであ

る。

①児童生徒の全国的な学力水準を知る。

②教員による児童生徒の評価のあり方を考える （一人ひとりに対し、学力が身に。

付いているかどうかを適切に評価してきたかを見直す）

③単に生徒の学力の差だけでなく、基礎学力を身につけさせるための指導法のあり

方の見直しとその開発を考える。

例えば、１９９９年には、このサンプリングテストによって、識字を含めた基礎学

力、特に数学の学力について課題があることが指摘された。これを受け、教育省とし
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ては、学校サポートセンター等の学校支援機関と契約を結び、学校を支援して学力充

実を図ることとした。このようにして、モニタリングプロジェクトによるテスト結果

を教育政策の充実に結びつけている。

○児童生徒に対する評価について

なお、児童生徒に対する評価については、個々の成長を見ていくことを重視してい

る。個々の成長というと、学力ももちろんだが、その児童生徒の持つ背景を含めてみ

ていくことが必要となる。つまり、その児童生徒が持つ背景の中で、どのように進歩

してきたかを見ていくことが大切であると考えているのである。

（５）指導力不足や不適格教員について

１）指導力不足や不適格教員の実際について

教員の資格については、教員養成カレッジ（ ）等において、所定College ofEducation

の課程を修了した者に対して教員免許が与えられるが、さらに、教員登録委員会

（ ）において登録を行うというシステムを創設し、教員の質Teacher Registration Board

の維持を図っている。

なお、教員登録委員会では、新たに教員資格を取得し教員になった者を新任教員と

して登録し、その後、教職経験によって３年目教員というように、一定期間ごとに、

登録を更新していくこととしている。その際には、教員登録機関においても教員研修

を実施し、登録基準を設けている。

しかし、残念ながら登録教員であっても指導力不足や不適格とされる者がいる。

なお、指導力不足教員の判定にあたっては、校長が行うモニターと評価が重要な視

点である。

２）指導力不足教員と判定されるまでのプロセスについて

児童生徒や保護者から、教員としての資質に対して不満が出ることもあるが、最終

的な判断の視点としては、校長が行う教員評価が大きなウエイトを占める。

校長は、全教員に対して評価を行っているが、特に、指導力不足と考えられる教員

に対しては、半年ぐらいの期間をかけて、授業を参観しながら、相談にのったり、指

示を与えたりしながら指導助言を行うとともに、外部の研修に参加させたり、同僚の

教員の授業を参考にして授業研究を実施したりするなど、力量を高めるための研修プ

ログラムを実施する。このようにして、時間をかけ、再教育を行っても改善が見られ

ず、保護者等からの不満が出るようであれば、指導力不足教員として学校理事会が対

応することになる。

３）指導力不足や不適格教員に対する処遇について

以上のような過程を経て、指導力不足や不適格と見なされた教員に対しても、今ま

、 。での教育委員会制度の中では 他の学校に転勤させることにより対応がなされていた

学校理事会制度の導入によって、各学校で教職員の任免も行うこととなったため、

その地域や保護者（学校理事会）が、指導力不足である又は教員として不適格である
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と判断すれば、退職させることとなる。この点でも、保護者や地域の考えが学校運営

に直接反映されるものであり、地域と学校との結びつきが強くなったということであ

る。

なお、一つの学校で不適格な教員と判断されれば、教員登録も抹消され、他の学校

において教員となることは考えられない。

全国的な教員評価のプロセスにおける不適格教員の基準については、教育省と教職

員組合とが協議することもある。

（６）教育の資の向上のための施策について

指導力不足とは逆に、優秀な教育活動に対し、特別な予算措置を講じて、さらに力

量をアップするための研修を支援するなど、一層の資質向上を図る施策を実施してい

る。教育省としては、このことによって、他の教員に対し良い影響を及ぼすことを期

待している。

、 。 、ただ 教員個人を優秀教員として表彰するという制度は考えていない というのは

ニュージ－ランドの教員はその様な制度を求めてはいないし、どのような教員が優秀

かということを一定の基準で図ることは難しいと考えている。実際、優秀教員に対し

てボーナスを出すということを試行したが、うまく機能しなかった。個々の教員につ

いて誰が優秀かということで競争するというよりも、むしろ、学校の中で、同じ教科

、 。を担当する教員が協力し その学校の教育水準を上げようとする考えが一般的である

（７）校長研修について

教育行政の最前線機関である学校の責任者としての校長に対する研修も始めてい

る。その方法としては、教育サポート機関と契約することによって、その研修を提供

している。

校長を養成するための研修というのは行っていない。なお、校長は、 がそのBOT

責任において任用することになっている。

（８）教育改革における課題について

うまく機能している であっても、その機能を維持することが難しいというこBOT

とがある。地域差によることもさることながら、学校理事会のメンバーが３年で替わ

っていくことにより、新しいメンバーによって理事会の機能を組み立て直す必要が生

じ、高いレベルを常に維持することがいつもできるとは限らないのである。うまく機

能している はそのままで、うまくいかない は代替システムを見つけるようBOT BOT

に常に取り組んでいく必要がある。

校長の役割が重要であり、校長は多忙である。学校理事会制度において、校長がそ

の職責を果たすためには、学校全体を掌握するとともに、学校経営に対するビジョン

。 、 、 。を持ちそれを実行に移す力量が求められる 時間的 体力的 精神的に負担が大きい

（９）教育改革の成果について

現段階で、成果をまとめるのは難しいが、全ての人が、改革前の制度には戻りたく
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ないと言っている。このことが教育改革の是非を端的に物語っている。

また、この教育改革によって、政府がマオリ語により全ての教育活動を行う教育機

、 。関を創設したことにより 社会一般に対するマオリ民族の地位を高めることができた

このような意味から社会への投資という意味での成果も上がっている。

（ ）教育行政の今後の方向性について10

ニュージーランド全体を通して、学校としてのまとまりができれば、今後は、個々

の児童生徒の様子をつかむことが課題となってくる。セルフマネジメントシステムが

一段落した際には、個々の児童生徒の学力、教育の進捗状況のあり方を的確につかむ

ことに目を向けていく必要があると考えている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果（学校経営、学校評価、教育行政へのヒント）

、 、我が国においては 学校数及び就学児童生徒数がニュージーランドと比べ格段に多く

現段階で、教育委員会制度を直ちに廃止し、文部科学省が直接学校を所管するには無理

がある。むしろ、地方分権が進められている現状を活かし、文部科学省が示す国の教育

諸施策に対し、県及び市町村教育委員会がその主体性を発揮し、地域に根ざした教育を

一層推進する方向での対応が必要である。

１ 教育委員会の位置づけ及び機能

（１）教育委員会においては、教育に関する政策立案を中心とする。

教育委員会は、学校等の設置機関として、学習者・地域住民に対しより充実した教

育サービスを提供するための政策立案を行うとともに、その実現に向けた財政上の措

置を講じ、効果的な執行を支援することを主な役割とする。

（２）学校及び教育機関に対するサポート機関の充実を図る。

、 、 、① 学校サポート機能については 委員会内部組織以外にも 外部機関との連携を深め
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民間コンサルタントを含めた外部機関の活用を促進する。

② 教育委員会のサポート体制については、教育委員会が必要だと認める支援内容を示

し、総合教育センターのみならず広く外部機関にもその研修実施に参画を求め、教育

委員会が契約を結ぶこととする。なお、各学校はその中から必要な機関が実施する研

修を選択するシステムを導入する。このことによって、研修内容の多様化が進み、各

学校の必要性に応じた研修が実施できるようになるとともに、研修の質の向上が期待

できる。

③ 教育事務所の学校教育グループの機能強化を図り、学校サポート体制を充実する。

２ 学校の自律性の推進と教育委員会の関与

（１）各学校を教育行政の最前線機関として位置づける。

① 学校に求められる機能の見直しと精選を図る。

② 管理職に対し、教育行政面を含めた学校経営のためのリーダーシップ育成に資する

系統的な研修を実施する。

③ 学校予算について、校長の責任において必要な支出ができるようにする。

・予算配当にあたっては、標準額を積み上げる現行のシステムで積算した額を学校

運営費として一括して令達し、その執行にあたっては節割りに関係なく、校長の

判断により行うシステムを導入する。

④ 学校教育目標の設定及び学校教育課程の編成に、保護者・地域住民及び地域の企業

等のニーズを反映させる。

・県立学校においては、その地域の産業との関連に着目し地域企業と連携を取りな

がら、それらを反映した学科の設置及び教育課程の編成を目指す。例えば、本県

に多く見られる神社建築等との関連を考慮した建築科、紀南地域における林業や

豊かな自然との関連において自然科学科や木工関連学科、工業地域におけるエネ

ルギー工学関連学科等を、各学校において設定できるようにする。

３ 学校評価の実施

（１）学校自己評価の充実

学校の教育ビジョンを明確に示し、それに対する自己評価を実施することが必要で

ある。その際には、学校教育目標に基づく教育活動の達成度に関する評価の実施を徹

底するとともに、各学校において保護者や地域住民の意見等をその判断材料として取

り入れる方策を構築することが求められる。評価結果については、ホームページに掲

載し、広く県民からの意見を求めるシステムとする。

（２）外部評価の導入

学校評価については、教育政策を立案する機能が教育委員会にあることに鑑み、教

育委員会の政策方針も含めて、評価を実施することが必要である。

このことに伴い、評価の実施主体として外部評価機関を設置する。外部評価機関の

設置にあたっては、教育委員会の所管外とし、教育委員会と独立した機関（首長部局
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の住民の意見をまとめる部署の所管とすることも一案であると考える）として設置す

ることや、現在の学校評議員制度を活用し、各学校の評議員からなる学校評価機関を

設置することも考えられる。

（３）評価結果の活用

評価結果については、教育活動の改善に活かすものであり、各学校及び教育委員会

における取組の見直しとともに、教育委員会においては具体的教育施策に反映させる

ための材料とする。

４ 指導力不足教員への対応

（１）教員間における研修及びサポート体制の充実

各学校における教員間での教材研究や公開授業研究をシステム化し、教員の資質向

上を図る。ここにおいては、当該教科や学年団の教員がチームとして授業の充実を図

る体制を確立する。

（２）校長によるサポート

校長は、当該学校の授業の様子を参観し、必要に応じて各教員の資質向上に必要な

助言や研修計画を提示するシステムを導入する。

（３）教育委員会の取組

教育委員会は、指導力不足教員の概念を明確にし、当該教員の資質向上に必要な研

修に対する支援体制を確立する。

・資質向上のための研修プログラムの開発を教育サポート機関と契約し、校長の提

示した研修計画を実施するための予算的措置を講ずる。
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オークランド教育省地方事務所（Ministry of Education,Auckland City）

訪問日時：平成１３年１１月１２日（月）午前１１時～午後１２時３０分

説 明 者：レイモンド ウェッブ氏（Mr.Raymond Webb）

学校と就学前教育の担当チーフ

Ⅰ 事前調査

１ 名称 オークランド教育省地方事務所（Ministry of Education,Auckland City）

２ 所在地 39-45 College Hill, Private Bag 47-911, Ponsonby, Auckland

３ 設立 １９８９年（改組）

４ 教育大臣 トレバー モラード氏（Mr.Trevor Mallard）

５ 性格 教育省の地方機関

６ 目的 教育省によって作られた教育政策の実施及び学校への支援活動

７ 機能・業務

（１）学校・就学前教育機関への支援

（２）生徒個々へのサポート

（３）学校・学校理事会（ＢＯＴ）の

指導・支援

Ⅱ 調査目的

１ 教育省地方事務所の概略を調査

し 三重県の教育の改善に資する。、

２ 各学校・ＢＯＴとの関係を調査する。

Ⅲ 訪問調査

１ 説明内容

（１）ニュージーランドの教育の概要について

・教育改革によって教育省の仕事内容が変わった。その１つに、教育省とは別に資格

に関するニュージーランド資格審査機関（ＮＺＱＡ）という組織が出来た。これは、

全国統一の資格試験を統括したり、各学校で行われている教育内容を全国的に見た

りしている。また、教育登録委員会（ＴＲＢ）によって、教員の登録や教員の資質

向上を図っている。そして、教員や他の職員の雇用の基準も開発している。その他

に、教育機関評価局（ＥＲＯ）がある。

（２）オークランド教育省地方事務所の役割について

・オークランド市を中心に600校を担当している。

・教育省は教育における政策や教育活動の基準を作るところであり、地方事務所はそ
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の政策を実施していく役割を担っている。

・地方事務所の主な仕事は

①学校や就学前教育機関に対する支援を行っている。

②問題を持った個々の子供へのサポートを行っている。例えば、英語を母国語と

しない国から来ている子、障害を持った子、登校拒否等で学校を離れている子

等へのサポートをしている。

③地方事務所は、学校と学校理事会（ＢＯＴ）と関わりを持って仕事をしている。

特に、ＢＯＴとのつながりでは、地域や保護者の意見を把握しているチェアパ

ーソンとのコンタクトが重要になっている。

（３）学校理事会（ＢＯＴ）の概要について

・保護者や地域に対して重要な責任を担っている。

・５人の保護者、校長、教員代表、（セカンダリースクールでは生徒代表を含める）

から構成されている。

・学校は、ＢＯＴによって決定された教育省と学校との同意書であるチャーターを中

心に、運営がなされている。

・ＢＯＴの仕事は、校長を含めた教員の採用、教育省から配分される財政の管理、学

校全体の政策決定を行うことである。それに対して、校長は日々の教育活動の責任

者となっている。

（４）日本との相違点について

・ニュージーランドにおける教育省と学校のつながりは、日本の文部省と学校とのつ

ながりとは異なる。かつてニュージーランドも、日本のように中央集権の強いもの

であったが、地方分権に変わってニュージーランドの教育も変わってきた。学校で

使う教科書も、各学校で作成される。その際、どういった教科書や教材をどのよう

な資料を基に作るかについては、日本のような検定はなく、生徒の実態や要求に応

じて、作成できるように学校に任されている。

２ 質疑応答

Ｑ１：教育委員会制度が無くなって、地方事務所の役割で変わったことは何か。

Ａ１：教育委員会制度は1989年に廃止されたが、地方事務所が整うまでに３・４年か

かった。現在、ここではチャーターの承認がメインの仕事になっている。

Ｑ２：地方事務所の組織はどうなっているか。

Ａ２：64人の事務官が働いている。

・国には11の地方事務所があり、ここは、その１つである。また、分所もある。

・長官が、校長との折衝等を中心にやっている。

・事務所には、５つの機構があり、それぞれにチーフがいる。学生へのサポート、

ネットワークの機構が２つ、学校と就学前教育、ワンガレイという地域的に不
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安定な所への対応の機構が置かれている。

Ｑ３：チェアパーソンの研修は、どのようなものがあるか。

Ａ３：財政の研修があるが、サポートセンター等と提携したもので行っている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 教育行政に関して

（１）共に教育に関わっていく上で、教育関係機関は、指導という視点ではなく支援（サ

ポート）という視点で、学校教育に関わっていくことが必要である。例えば、学校

評価をどのように行い、どのように改善していくかというようなことをアドバイス

したりすることが大切である。

（２）学校教育だけでなく、保護者の教育力の向上から、就学前教育や学校教育だけでは

解決できないような個々に問題を持った子どもに対するサポートのための啓発や相

談ができる組織の強化が必要である。

（３）教員の登録・研修・数年毎のチェックによって、教員の資質向上を図ることができ

る。また、指導力不足教員への対応として、教職員の雇用基準づくりも行う必要が

ある。

２ 学校運営に関して

（１）学校は教育機関として、保護者や地域に対して重要な責任を担っているということ

を、再確認する必要がある。

（２）学校における様々な目標を、保護者との契約として位置づけ、一般にも分かり易い

ものに手直しして公表していく必要がある。

（３）チャーターに、地域の教育に対する意向を反映することが学校運営上重要になって

いることから、現在ある学校評議員制を活用したチャーターづくりが必要である。

（４）地域や保護者の意見を把握している人を、学校運営のアドバイザーとして取り込ん

でいく必要がある。その点から、学校評議員制度を再度洗い直してみることが大切

である。
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教育機関評価局（ＥＲＯ： ）Education Review Office

訪問日時：平成１３年１１月９日（金）午後１時～３時

説 明 者：グラハム コクラン氏（ ）Mr.Graham Cochrane

ロス ハナ氏（ ）Mr.Ross Hanna

ケート マクファーソン氏（ ）Ms.Kate Mcpherson

Ⅰ 事前調査

１ 名称 教育機関評価局（ＥＲＯ： ）Education ReviewOffice

Level 12,Mayfair House,44 The Terrace,Box 2799,Wellington２ 所在地

３ 設立 １９８９年

Kaven Sewell４ 長官

５ 性格 教育機関の外部評価を行う、教育省から独立した専門機関

６ 目的

「生徒に対する教育の質の改善に寄与すること」及び「学校段階においては学校が、

また全国段階では政府の政策立案者が、より良い政策決定を行うのに貢献すること」

が主たる目的である。

７ 機能・業務

（１）就学前教育機関及び初等、中等教育機関の評価を専門的に行う。また、それ以外

の教育関連機関の外部評価も行っている。

（２）教育大臣に対して、教育水準に関する情報、及び教育政策に対する助言を提供す

るため、教育制度全体に関わる全国的な事柄（例えば、教師問題、マイノリティ

（マオリや太平洋島嶼系民族等）に対する教育、言語教育、学校選択等）に関す

る研究・調査を実施している。

８ 教育機関評価局（ＥＲＯ）による学校評価の手順

①学校は２、３カ月以内にＥＲＯの調査がある旨が通知され、チャーター、学校

の年次報告書、教員研修計画、学校案内、自己評価報告書等、調査に必要な資

料を事前にＥＲＯに送付するよう依頼される。

②調査チームが、事前に送られた資料を分析する。

③数日から１週間程度の期間で調査チームが学校の訪問調査を実施し、より詳し

い情報の収集にあたる。

④訪問調査終了後、調査チームから学校理事会（ＢＯＴ）に対し調査の過程が報

告される。

⑤訪問調査終了から15日以内に報告書（草案）が作成され、ＢＯＴに送付される。

評価結果を変えることはできないが、学校は事実誤認があれば15日以内にＥＲ

Ｏに報告する。
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⑥修正済みの最終報告書がＢＯＴ及び教育省に送付される。

Ⅱ 調査目的

１ 外部評価機関としてのＥＲＯの概略を調査し、学校評価システムの改善に資する。

２ 政策提言のための研究・調査機能を持つＥＲＯの課題を聞き取り、本県の教育の改

善に資する。

３ 外部評価機関と各学校・ＢＯＴとの関係を調査する。

Ⅲ 訪問調査

１ 説明内容（グラハム コクラン氏より）

（１）ニュージーランドの教育の概要について

・教育省は、政策立案、カリキュラムのガイドラインの開発、財源配分等にあたる。

・全国約2700校には、保護者が選ぶ学校理事会（ＢＯＴ）が設置されており、教育省

及び教育省地方事務所とこのＢＯＴとは直接つながっている。

・教育大臣とは別に、教育機関評価局（ＥＲＯ）の担当大臣が位置づけられている。

その点から、ＥＲＯは教育省とは別組織であり、独自の長官がいて独自の財政を持

っている。

（２）教育機関評価局（ＥＲＯ）の概要について

・ＥＲＯは、総ての学校や教育機関に対しほぼ３年毎に、教育政策、システム全体を

評価し、報告する役目を持っている。

・教育省とＥＲＯは、組織として直接結ばれてはいないが、互いに協議し相互理解を

図っていくことにしている。例えば先ごろ、子供の教育の底上げを図っていく目標

に対し、教育省とＥＲＯが合意したところである。

・ニュージーランドの教育関係機関には、

①資格に関する任務を担う、ニュージーランド資格審査機関

（ ： ）New Zealand Qualification Authority NZQA

②職業教育を担う、教育・訓練支援機関

（ ）Skill New Zealand

③就学前教育のサポートを担う、就学前教育開発機構

（ ）Early Childhood Development Unit

④教員の登録や初任者の研修、３年毎のチェックを担う、教員登録委員会

（ ： ）Teacher Registration Board TRB

⑤生徒への就職指導を担う、キャリア・サービス

（ ）Career Service

⑥障害児教育その他特別な教育サポートを必要とする子どもへの支援を担う、特殊

教育サービス
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（ ）Specialist Education Services

があり、組織として細分化されているがそれぞれに関わっている。その中で、子ど

もたちの教育全般にわたって評価するのがＥＲＯである。

・ＥＲＯは、①政府に対して、教育の財源がどのように使われているかの成果を、②

保護者に対して、どのような教育が行われどのような安全性が保たれどのような成

果があるのかを、③学校に対して、どのように改善していくかを報告する責任を負

っている。

・ＥＲＯの役割として４つの報告がある。

①学校が提供する教育活動の質に対す

る評価の報告（これが、国民への報

告の大前提になっている）

②教授活動の質に対する評価の報告

③子供の学習活動の質に対する評価の

報告

④ＢＯＴの質に対する評価の報告も行

っている。

・ＥＲＯは、学校に対し命令権があるので

はない。あくまでも評価し報告する機関

である。即ち、学校経営に介入するので

はなく、評価のために入っていく権限を

持っている。このことによって、学校内に入って評価できるのである。

・ＥＲＯの評価は、教育法で決められており、それに基づいて実施している。また、

学校との関係で裏取引があっては困るので、調査官は採用基準に則り、公正性を維

持できる人を採用している。

・学校に入る調査官は、全国10カ所のオフィスで計120名いる。彼らは、元管理職や現

場経験者等の教育畑出身者が主である。調査官の前提としては、学術的な資格、教

育の経験、システムやカリキュラムの熟知、評価技術、コミニュケーション能力等、

個人の資質が大切である。また、研修としての専門的なトレーニングも行っている。

２ 質疑応答

Ｑ１：1989年にＥＲＯが発足してから、評価方法を５回変えているのはなぜか。

Ａ１：学校自体も自己評価に慣れ、経営の質が上がり、教育の内容も変わってきてい

る。それに合わせて評価していかなければならないのだから、評価方法いわゆ

る評価の観点を改定していっている。

Ｑ２：サポートという点から、ＥＲＯと他の機関との関係はどうなっているか。

Ａ２：教育関係機関はもとより教員組合（ＰＰＴＡ等）との関係も含め、公式なもの

ではないが、長官がいろんな機関と話をしている。特に、EROとは、評価後のこ
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とが重要になっているので、そのことについて話し合っている。

３ 説明内容（ロス ハナ氏より）

（１）評価について

・評価の必要性については、学校がどういう状況にあって、どういう教育を行ってい

て、どういう方向に持って行くべきであるかという視点から、学校を改善していく

という認識を学校が持つべきであり、その点で学校が行う自己評価が大切になる。

・現在では、法的にも学校では特に自己評価をしなければならなくなった。

自己評価が自校で十分に出来ない学校に対しては、学校の外からの助言が必要に

なってきている。その点で、ＥＲＯが自己評価の基準を示し、学校でチェックして

もらう体制をとっている。

・自己評価の観点で一番大切にしていることは、子どもたちの教育の充実ということ

である。

・４人ぐらいのチームで、３日間程の学校訪問調査を実施している。調査の事前に資

料を提出してもらい、訪問調査ではその情報に基づいての質問や授業参観、さらに、

子どもたちの様子を見ながら、事前の報告と合致しているかを評価している。

・ＥＲＯが出した改善点については、サポートセンター等が学校改善のためにアドバ

イスをしている。ＥＲＯは、３年に１回の勧告をするのが仕事で、サポートを主た

る仕事としてはいない。

４ 質疑応答

Ｑ１：三重県においては、学校評価について認識がまだ十分ではない。今後どのよう

に認識させていくと良いか。

Ａ１：ニュージーランドでは、①法律が出来ているから

認識されている。（法整備）②改善のために必要な

んだということを教えていく。（必要性）③学校は

やらなければならないんだということを理解させて

いく。（当然性）④保護者が学校を知りたいから公

表しなくてはならない。（公開）⑤公表するという

ことが教育活動改善のための非常に大きな力となる

（原動力）という５つの視点から評価を導入してい

る。しかし、法が整備され義務化されるまでには長

くかかった。初めは、 Do you know? からしか聞け「 」

なかったのである。その後、「What」「How」にな

り、そして現在の義務化となった。現在、報告書を公表することにより新聞でも

かなりトピックスになっている。その点で、公表は教育活動改善のための大きな

力となっていると言える。例えば、否定的な報告書を受け公表されることによっ

て、学校が何らかのアクションをとってもらうことが大切であり、それが子ども
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たちの教育のためにつながっていくのである。

評価の成果として、①あらゆる教育の面に関しての研究の報告書が出されてお

り、教員の知識を広げるという点での情報源になっている。②レポートが、学校

現場を調査しての報告であり、ニュージーランドの教育の良い点や問題点を出し

てきているということから、教育全体を知るという点で情報源となっている。③

報告書は、総てのことを通し、子どもが中心であることを訴えている点等があげ

られる。

Ｑ２：学校によって調査ポイントが異なるのか。

Ａ２：評価基準は、あくまでも調査官が学校を見る視点であって、学校がこれに合致

させなくてはならないということではない。また、全国教育指針（ＮＥＧＳ）に

基づく教育とともに、各学校が作成し、承認を受けたチャーターが確実に実行さ

れているかを評価する事になるので、全て一律の調査ではない。

Ｑ３：日本（三重県）で、まずしなくてはならないことは何か。

Ａ３：まず、法律を作ることである。

・評価基準はモデルを示している。学校訪問調査の６カ月後に報告を受けてのサゼ

スチョンを行い、さらに６カ月後にまた報告を受ける等の繰り返しで改善が図ら

れていく。特に、ＥＲＯや評価に批判的な学校に入り、話し合いをしているので

良くなっていく。

・チャーターは、全国教育指針（ＮＥＧＳ）を基に地域との協議の上に作成される。

また、保護者に対し、チャーターで学校は何をしなければならないかが明確にさ

れている。公表するシステムが徹底されているから、各学校で実際にやっている

かやっていないかを評価すべきであるということは学校も分かっている。

Ｑ４：学校も自己の反省をすれば、問題点はＥＲＯの外部評価の結果と同じものにな

るはずであるがどうか。

Ａ４：外部評価の報告書が出来るまで学校と綿密に話し合っていくのである。学校は、

報告書が提示され、やらなければならないことが分かっていても、現実の現場の

状況に対応しなければならないので、異なることもでてくる。

・最終目標は子どもの教育の達成であるが、システムやプロセスに対しての助言が

必要になって来たり、学校運営で校長に助言が必要になってきたり、教員の研修

が必要になってきたりして、いろんな人いろんな機関との援助とつながって、目

標が達成されるのである。

Ｑ５：学校訪問調査は３日間で出来るのか。

Ａ５：非常に難しい。調査官は数年間で20名ほど増えるなど、以前より若干増えてい

る。しかし、人を増やすのには財源が必要である。学校が評価を認識するという

土台があってサポートが進められなくてはならない。認識があれば速く進む。ま

た、調査官の人間性とも関わってくる。コミニュケーションを持つか、冷たく切
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るかにも左右される。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 学校評価に関して

（１）法律を整備することによって、学校評価を義

務として位置づけることができる。

（２）学校を改善していくという認識を学校に持た

せることにより、学校における評価の必要性

を感じとらせることができる。

（３）特に、学校においては、自己評価の取り組み

を進めていくこととあわせて、県はモデルと

しての自己評価の基準づくりをすることによ

り、体制をつくっていく必要がある。

（４）自己評価の観点において、子ども達の教育の

達成という点を主眼とすることが大切である。

（５）自己評価の内容として、学校の教育政策、学校のシステムを評価する。特に、①教

育活動の質②教授活動の質③学習活動の質④地域・保護者の活動の質があげられる。

そのなかで、財源がどのように使われ、どのような教育が行われ、学校をどのよう

に改善していくかということを明らかにしていく必要がある。

（６）自己評価をもとに学校内で話し合いを持つことにより、共通認識を持つことができ

る。

（７）学校の自己評価を公開に耐え得るものにし、公表することが必要である。

（８）学校の評価をもとに、外部機関との話し合いを持ち、改善すべき点に対して何らか

のアクションをとっていくことが必要である。

（９）県内各学校の自己評価を集約することにより、県全体の教育の情報源としてまとめ

ることができる。

２ サポートの組織づくりに関して

（１）学校の自己評価をもとに、学校改善のためにアドバイスをするサポート組織をつく

る必要がある。

（２）サポート組織は、学校関係者だけでなく民間の活力も導入していく必要がある。

（３）サポートする人材の研修も設け、エキスパートを育てる必要がある。

３ 地域・保護者との関係について

（１）チャーターは、憲法や教育基本法、学校教育法を基本に、学校の教育活動に関わる

学習指導要領を踏まえながら、地域との協議の上で作成する制度を採り入れるべき

である。

（２）チャーターには、学校が何をしなければならないかを明確に記載する必要がある。

（３）チャーターは、保護者に示しながら学校運営の指針とする必要がある。

（４）チャーターの公表により、学校の外部評価への道筋をつくることができる。
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全国学校理事会協会 ＮＺＳＴＡ ）（ ：NewZealand SchoolTrusteesAssociation

訪問日時：１１月９日（金） 午前８時３０分～１０時

説 明 者：会長 ｸﾘｽ ﾌﾗﾝｽ 氏Chris France ( )

Ⅰ 事前調査

全国学校理事会協会 ）１ 名称 （ＮＺＳＴＡ：New ZealandSchool Trustees Association

Level 3,Aurora Chambers,66-68 The Terrace, P.O. Box5123,Wellington２ 所在地：

３ 代表者：会長 クリス フランス氏（Mr.Chris France）

４ 構成員：10人の常勤スタッフ

全国に配置された９人の人事・労務関係アドバイザー

加入は任意であるが、全国の初等・中等学校の学校理事会の90％以上が加盟

している。

５ 目的 広範囲なサービスを会員である学校理事会に提供することにより、分野別協

議を通じて学校に付加価値を提供し、地域社会の利益を育成推進する。

６ 活動内容

①中央政府に対して、会員の学校理事会（ＢＯＴ）の見解を代表する。

②支援のネットワークにより、住民参加を通した自治管理の考えを育成する。

③顧問業務によって熟練した人事労務関係の助言を提供する。

④ＢＯＴへの付加価値の高いサービスを提供する。

⑤ＢＯＴに対して研修を実施する。

⑥全国的に調整された研修を提供できるように研修内容の開発と契約の維持を行う。

⑦３年ごとに実施される理事会選挙での調整と全国的な運営を行う。

⑧月刊誌、理事会ハンドブック、理事会入門、雇用関係出版物等の発行する。

⑨理事会のあらゆる側面に関するヘルプデスクを設置し、支援を行う。

７ ＮＺＳＴＡの行っている各方面への要請活動

①学校の諸活動に対して政府が資金助成を行うこと。

②ＢＯＴを通じた学校の自治の考え方を、政府自身が広めること。

③理事会によって学校が適切な方向に運営されるための法的裏付けを行うこと。

④理事会の効率的な運営のための支援サービスに政府が資金提供すること。

⑤学校改革によって教育内容が改良されるためには、評価が必要なこと。

⑥完全な地域教育を保証すること。
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Ⅱ 調査目的

①ＮＺＳＴＡの行う、ＢＯＴメンバーに対する研修はどのようなものか。

②ＢＯＴメンバーの選挙はどのように行われているか。

③ＮＺＳＴＡはＢＯＴから集まった意見を取りまとめて中央政府に政策提言や要望を

行っているのか。

④ＮＺＳＴＡは教育省の施策を各学校やＢＯＴに伝えるシステムを持っているか。

⑤ＢＯＴの性格と校長や教員の仕事内容とはどう関連しているか。

Ⅲ.訪問調査内容（クリス フランス氏より）

１ ＮＺＳＴＡの業務について

・基本的に、ＮＺＳＴＡから各学校のＢＯＴに政府の教育方針、重点施策の変換など

の情報提供をするとともに、各校の状況を把握することで教育省に情報を与えて政

策に反映させることである。

・機関誌を月１回各学校へ送付している。

・新理事に配布するハンドブックの作成。

（何をするか、法的に要求されること、学校に関する基本的知識など）

２ ＢＯＴに対する研修

３年毎のＢＯＴ選挙によって約1/3ずつ、全国的には15,000人が入れ替わるので、大

部分が素人である新理事に対して研修を行っている。研修は２時間ほどのものを何種

類か行っており、地方事務所のアドバイザーによる学校へ出向いての問題点指摘と必

要な研修、チェアパーソンに対する特別研修（ＢＯＴのスペシャリストとして意識や

志気を高める意識づけの研修）などがある。最近ではスペシャリスト（校長）の養成

のための研修を重視している。

３ ＮＺＳＴＡの組織について

・独自に行う研修により教育省との

契約を取り、経費を受け取ってい

る。

・独立機関として、加盟校からの基

金（登録費）で運営している。

・中央の職員は３～４人で、中央か

ら支所へ情報を送っている。

・支所（１人）で学校へ提供する内容を作っているが、学校へ出向いて現実的なサポ

ートをするには十分な人手ではない。

・電話やインターネット、ヘルプデスクなどによる相談やアドバイスを実施している。
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４ ＢＯＴの業務に対するＮＺＳＴＡの見解

・ＢＯＴは、教育行政の末端として位置付けられている。

・父母もＢＯＴを通して学校組織の一部であり、学校を一緒に作ってくと考えている。

・ＢＯＴは、個々の授業内容を知ることよりも、学校全体のカリキュラムや教育内容

がよいかどうか、子供の視点・親の目から見て意見を述べるものである。

・ＢＯＴは、専門家である教師と父母の間の調整を取るための協議の場である。

・ＢＯＴの仕事は、ストラティジックプラン(戦略計画)の承認、校長や教員の採用、

学 校が十分な教育活動をしているかの調査などである。

・学校は、ストラティジックプランによって具体的な運営の方向を決めている。

・学校に対しては人種による文化、地域の経済力による差にもとづく要求が大きいの

で、それらをいかにカリキュラムの中に取り入れるかが重要である。

・学校の中の声は校長が、地域や父母の声はＢＯＴのチェアパーソンがまとめて方針

を決定するので、チェアパーソンがどれだけ学校に対する地域の声を集められるか

がポイントとなる。

・生徒の学力達成に関する責任は、最終的にＢＯＴにある。

５ ＢＯＴへの研修に対する見解

・ＢＯＴに対する研修は初歩的な内容が中心になっている。

・ＢＯＴのメンバーに対する研修につ

いては、教育に関して素人であると

いうことを前提に行っており、特に

問題はないと考えている。

・研修の中で、ＢＯＴは地域と一緒に

やっていくこと、人の集まる場で生

の声を聞くこと、地域の特性を生か

した活動をすることの必要性を伝え

ている。

・ＢＯＴは財政権を持つ教職員の雇用

主であり、地域に向かって学校のや

っている事を伝えて学校と地域のパ

ートナーシップを取っていくことを

求めている。

・具体的な研修内容としては、ＢＯＴ

に対して法的に要求されること、カ

リキュラムの立案の仕方、初歩的な

運営方法（会議の開き方、人の集め
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方、報告や伝達の仕方）特に、情報を全て公開することの必要性を強調して実施し

ている。

６ ＢＯＴへのサポートに対する見解

・経済的に恵まれた地域は、意見も出易いし、自律的な学校経営ができるので良い支

援を行えるが、貧しい地域では意見も少なく関心も薄いのでやりにくい面がある。

７ ＢＯＴ選挙に対する見解

・ＢＯＴメンバーの選出に対しては政治的影響はほとんどない（100%ないとは言えな

いが）。

・中央の教育政策は政党間で大きな差がないので、政権が変わっても教育施策に変化

は生じていない。

・地域の特色を出すためにメンバーに特定の人を入れようという運動はある。例えば、

全国的にマオリなどに配慮する考え方がある。

８ 教育評価局に対する見解

・この国で新しい教育制度を導入するにあたって、どこに問題点があるかを判断する

ための評価機関が制度上必要であり、そのための機関として教育機関評価局（ＥＲ

Ｏ）が重要である。

・ＥＲＯの行った学校評価をもとにして、ＢＯＴがストラティジックプランを作り、

学校運営の改革を考えていく。ＮＺＳＴＡは各学校が作成したのストラティジック

プランを見て研修内容を決めていくので、学校の実情にあった研修が行える。

Ⅳ.ベンチマーキングによる成果

１ ニュージーランドの教育制度について

(１)ＢＯＴの全国組織について

・教育委員会組織のない現状では、国の教育方針や教育政策を各学校のＢＯＴに伝達

するシステムが必要である。ＮＺＳＴＡが機関誌によって各校のＢＯＴに伝達して

いる。（ただ、会員でないＢＯＴはどうしているのか。）

・各学校のＢＯＴ意見を集約して国の教育方針に反映させるための、全国的な組織が

必要である。

(２)ＢＯＴに対する研修について

・各学校のＢＯＴはごく普通の父母がメンバーとなっているので、学校とは何かとい

う基本的な研修が必要であり、そのためには全国的な状況と個々の学校の状況がわ

かっている組織がなければならない。

・個々の地域や学校がベストの選択と考えても、経験や情報がより広い範囲で交流さ

れる必要があり、全国的な研修組織が必要である。
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・学校に対する研修は、ＮＺＳＴＡだけでなく、スクールサポートサービスなどいく

つもの組織が競争で請け負っているが、必要なレベルが保たれるためにも競争原理

は望ましいことである。

(３)その他

・ＮＺＳＴＡの場合は各学校の拠出金によって運営されるため、職員が少ない。特に

地方事務所では１人で多くの学校を抱えて十分な支援ができにくいようである。

・ＮＺＳＴＡが行っている問題点に対する支援や研修は、ＮＺＳＴＡの中央や地方事

務所を中心として扇のように各学校へ向かってなされている。情報の集約も逆向き

になるだけのようである。学校間を網の目に結ぶネットワークが必要ではないか。

・ＢＯＴの中心となるチェアパーソンの存在と役割については、ＮＺＳＴＡを訪問し

て初めて明らかになったが、父母代表であるＢＯＴをまとめる役割は重要であり、

意識づけのための研修が行われていることは大切なことである。

２ 我が国（三重県）の教育制度への対応

(１)学校評価について

・教育活動の成果に対する自己評価が第一に必要である。最近、大学では学生からの

講義評価が行われるようになってきたが、本県においても児童生徒による授業評価

や父母からの評価も含めて、数値目標を設定した評価を行うことが学校の活性化の

ためにも求められる。

・次に、独立した第三者機関による学校評価を行うことが考えられる。

・自己評価、外部評価ともに公表すべきである。公表することで学校目標を明確にす

ることと目標達成への努力が緊張感を持ってなされるようになる。また、父母や地

域住民が学校の現状を理解し、支援する体制ができることが望ましい。

(２)父母・地域代表の学校運営への参加について

・今の学校では年度ごとに重点目標や活動方針を決めても、父母や地域住民に公表す

ることがほとんどない。また、校内での不利なことや欠点は隠したいという意識が

はたらいてきた。学校がどのような方針で教育活動を行うか積極的に発表し、協力

を求めていけば、保護者や地域から支えが受けられるようになるだろう。

・学校、特に校長は積極的に保護者の意見を聞いていく必要がある。従来は学校にも

保護者にも、教育のことは専門家に任せてくれ、学校に任せておけばよいという気

持ちが強かったが、これからは、学校・保護者・地域の三者が協力して子供の成長

を見守らなくてはならない。いろいろな機会をとらえて父母や地域の声を聞くべき

である。

・ニュージーランドのＢＯＴ制度を我が国にそのまま当てはめることはできないが、

学校運営を保護者参加・地域参加の方向に向けることは大切である。そのためには

ＰＴＡを活性化して父母の意見が学校に伝わりやすくすることと、学校評議員との
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連携を密接にして、今まで以上に父母や地域の声を取り入れることである。既存の

制度の中で利用できるものを積極的に活用したい。

・今のＰＴＡ役員は基本的に無報酬で、学校運営に対する意見を述べることも少ない。

ＰＴＡ活動は保護者の親睦会的な行事が中心になっていることが多い。ＰＴＡ会長

と副会長１名程度に月額１５ドル程度の報酬を支給するとともに、学校運営や教育

活動に関する研修（学校側の説明と外部機関による基本的研修）を実施して、学校

の諸活動に対して意見や助言を出してもらえば、父母の意見が入りやすくなる。

(３)学校間のネットワークについて

・従来の教育委員会制度では、学校が支援を必要とするときに相談したり助言を受け

たりするシステムが不十分である。教育センターや教育研究所、大学、第三者機関

などを活用し学校が運営面での支援を受けられるような体制を取る必要がある。

・学校運営での問題点や成功例失敗例は、地域的な差はあっても他の学校においても

大きな示唆を与えてくれる。それらを集約して整理しておき、学校からの相談に応

じて支援や助言を行うシステムがあるとよい。
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（ケン ラエ）氏(元教育省上級政策アナリスト)KEN RAE

訪問日時：平成１３年１１月１０日（土）午前９時～

説 明 者： 氏Ken Rae

Ⅰ．事前調査（ 氏について）Ken Rae

オークランドの中学校英語教師、同教育委員会勤務を経て 年まで教育省上級政1998

策アナリストとして 年代後半のニュージーランドの教育改革に当初から携わっ1980

た人物である。

Ⅱ．調査目的

ニュージーランド教育省の元上級政策アナリス

トであり､ニュージーランドの教育改革を含め教育

事情全般に通じている方であり､様々な角度からの

意見が聞かせてもらえる。また、元は政府の要職

にあった方ではあるが、現在はその職は退いてお

り、自由な立場からの意見が聞かせてもらえる。

インタビューの骨子

①教育改革の実現のポイント

②改革に当たっての取り組み

③ニュージーランドの今後の教育改革の方向

Ⅲ．調査内容

インタビューによる質疑応答で進むのではなく、まず、 氏によるレクチャーKen Rae

の形式を取って進んだ。そのレクチャー終了後に質疑応答の時間をとっていただいた。

以下 氏の講義からRae

Rae 1984 1989（ ） 。 、１ 氏の仕事の多くは法規面での整備であった 年から行政改革が始まり

年から教育改革が始まった。 年の行政改革の目的は公務員の削減とその組織の再1984

編成であった。競争原理の導入によって効果・効率を求めた。つまり市場原理を導入し

たのである。しかし、全体に係わるサービスを提供するネットワークが重要であり、そ

れが不足しているのが現在の課題である。

（２）ほとんどの学校（ ％）が公立であるニュージーランドで市場化という競争原理87

を元にした教育改革を行った。 年の「ピコット・レポート」というワーキング・1988

、 「 （ 」パーテイ・レポートが出され 年に教育省より 明日の学校 )1988 Tomorrow's Schools

が出された。これによってそれまでの教育制度を解体した。

(注) ：ニュージーランドの行政改革は 年から始まったが、Tomorrow's Schools 1984



－ －55

この流れの中で 年の学校理事会 や教育機関評価局 の設立など1989 (BOT) (ERO)

に始まる一連の教育改革の具体的内容を示した政策文書のこと。

その教育改革は

①官僚制度の縮小

②諸制度の経営・運営の改善

③選択肢を増加させること

④制度外の人々の参画

をゴールとした。ここまでが教育改革の最初の段階であった。

" What were some of the goals of the change? One of the goalswas……… ………

shrinking bureaucracy. Another of the goals was improving management both at① ②

the center and atschools. Another of the goals was

increasing choice. Another of the goals was increasing participation of community③ ④

andparents. "……

（３）教育省はナショナル・カリキュラム・フレームワークという「枠組み」を作り、

それと同時に、 による「監察」を整備・強化した。当初 は、評価の主眼をERO ERO

各学校の目標においていたが、徐々に国の基準にいかに合致しているかに変化してき

た。 の設立当時（ 年）はERO 1989

「政府が教育を提供する」 （ ）であったがGovernment provides education.

「政府は教育の成果を購入する （ ）という考え」 Govenment buys educational profits.

方になった。

（４）１９９９年に現政権（労働党）になってから競争原理と市場化に傾きすぎてい

たことへの反省から、学校間、教職員間、父母・地域・教員間のネットワークの構築

へと改革は方向を変えていった。これまでの改革のなかでは経営手腕に重きが置かれ

すぎる きらいがあり、教育の専門的な視点が足らなかったのではないかと思って

いる。本来、 の設立目的もネットワーク作りであったはずだ。今後、この改革ERO

で最も重要なことはネットワークの強化と維持であると考えている。また、選択とか

競争原理のもとでは、人口の少ない地域が都市部に較べて置き去りにされがちである

ことも残された問題点である。

５．質疑・応答

Ｑ１： を作った時にサポート機能を考えていたのか。ERO

Ａ１：設立当時の の役割は、ERO

①学校の中を見て報告書を作成し公開する。

②改善のポイントを指摘し学校に認識させる。

という２つの点を想定していた。これがやがて監察（ ）に重点が移り、サaudit

ポートという言葉が に結びついていった。ERO
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Ｑ２：改革前と後での教職員のやる気はどうか。

Ａ２：改革により教員、特に管理職のペーパーワークの仕事が非常に増えた。教育省

は労働に見合った給料を支給していると考えているが、教職員組合などはそう

は考えていないむきもある。

Ｑ３：教員の意識改革という考え方はあるのか。

College ofＡ３：教員の教育も必要と考え、教員養成機関として教員養成カレッジ（

）を作り、養成だけでなく現職教育も行う機能を持たせた。そこでやEducation

っているはずだ。

Ｑ４：政府が学校の教育成果を購入するという考え方は変わっていないのか。また、

はチェックという方向で行くのか、支援というものを含んでいるのか。ERO

Ａ４：政府が購入するシステムになっているということは、そのお金の出所は税金で

あり、父母である。だからこの関係の中で が父母の方を向いていないとERO

いうことはないと思う。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

学校の運営を開かれたものにするためには、学校の運営･管理に学校の内外からの評

価や､地域･保護者などの共同参画が必要である。どのような試みも弊害は当然あるが､

それよりも得られるものが大きい。もう一つは､種々のネットワーク、つまり学校間、

教員間､保護者･地域と学校の間などのネットワークが重要である。きめの細かい政策の

ためには全ての学校を含めたネットワーク化が必要である｡
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(NewZealand Council for EducationalResearch)ニュージーランド教育研究所

訪問日時：平成１３年１１月９日（金）午後３時３０分～

説 明 者： 氏Cathy Wylie

Ⅰ 事前調査

(New ZealandCouncil for EducationalResearch)１ 名称 ニュージーランド教育研究所

10thFloor, West Block ,Education House,178-182WilisStreet,Wellington２ 所在地

３ 長官 Robyn Baker氏

４ 性格 教育関係の研究成果や情報を提供し、助言することで教育関係者の支援をしていく。

５ 目的 研究成果（現在進行中のものも含め）の提供、本や冊子の発行・販売 ニュース

や通信の発行。

Ⅱ 調査目的

１ 1990年代の改革以降のニュージーランドの教育課題をつかむ｡

２ 各学校の抱えている教育課題について明らかにする｡

３ 教育行政、学校運営それぞれの場で、地域や保護者・児童生徒の願をつかみ、それらに応

えるためにどうしていくべきなのかについて聴き取る｡

４ 保護者や地域連携のあり方について探る｡

Ⅲ 訪問調査

１ 説明内容

（１） 改革のメリットと問題点

改革により、中央の教育省とＢＯＴがダイレクトに繋がった。現在では、中央とＢＯＴの関係

が難しくなっている。中央の設定するガイドラインと学校現場で求められるものがマッチしない

ことが多々ある。改革後、教育省の持っていた機能が細分化され、EROのような幾つかの機関が

できた。このことにより、学校は、教育省だけでなくいろいろな機関と関係を持っていかなくて

はならなくなった。改革前は、教育委員会がコンタクトを取っており学校と近い関係にあったが、

現在では、個々の機関との関係を持たねばならないということが問題になってきているのである。

バランスの問題として、子どもの教育の発展ということと、行政的なこととして財政をどう使っ
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ていくか、学校施設をどう活用していくかという二つの側面がある。ダイレクトに繋がったこと

をそういう面ではメリットとみる考えもある。一方、校長の負担は大変増えてきているという

氏のレポートもある。校長は、子どもの成長発達のこと、カリキュラム改革、教員の評Wylie

価、財政執行に関する件などたくさんの報告書を作成しなければならない｡

（２） 教育委員会の廃止とローカルネットワークの必要性

教育委員会制度の廃止後１２年間で、ニュージーランドが学んだことは、ローカルネットワー

クの大切さである。地域の学校ごとに結びつけることもそうだが、教育委員会のように学校をサ

ポートしていくシステム面でのネットワークが必要である。子ども達は教育に対する様々なニー

ズをもっている。また、教育に関する様々な課題もあるので、学校をサポートしていく様々な施

設や機関が必要となってくる｡逆に言えば、学校側は様々な課題に直面しているために、様々な

機関にサポートを求めたり相談をかけたりしなければならなくなっている｡学校が様々な情報を

獲得しながら必要な相談活動や質の高いサポートを受けられるよう、それに見合った体制や組織

の存在が必要である｡このことからも昔のようにトップダウンでなく下から支えていくボトムア

ップのシステムも含めてのネットワークが必要である。

（３） 外部評価の意義 －ＥＲＯの改革－

もし日本で自律的な学校経営をやっていくのであれば、どういうことをやっていくのかという

基準になるものと、それに向かってやれているのかどうかをチェックするシステムを持たねばな

らない。導入当時、外部評価機関としてのＥＲＯが教育的な目で自律的な学校経営を見ていくと

いう点でその必要性を担っていた。ＥＲＯ設立当初の最初の５・６年は、学校の出来てないとこ

ろやだめなところを指摘するばかりで、こういう改善が必要だという報告までなかなかいかなか

った現実があった。そのことで学校からの批判があり、これまで３回に渡りＥＲＯの改革を行っ

てきた。最終的な改革として、学校改革のために必要な情報を提供していくという方向になって

いる。評価は、欠点の指摘ではなく、十分に達成されていることや課題となっていることを指摘

しながら、これからの学校改革に必要な情報を提供していくのがその役割である｡ また、そこの

職員がめざすことや、必要とするサポートが明らかにされることで、前進していけるのである｡

さらに、公開することで学校間の情報がクロスし、自分達の学校を見直していくことにもなる｡

このように新しい改革としてＥＲＯが学校改革のサポート機能を持つということで、改革に必要

な情報提供をするという役割を持つように変わってきている。

学校が自律性を持っていくには、教員相互の関係が大切である。教員が相互に改善を指摘しあ

ったり情報提供したり、授業を見合うなどして出来てきた教員相互の繋がりが大きな力となる。
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（４） 学校理事会と学校の自律的運営

学校理事会は、素人である父母が中心になって組織されているが、学校が自律的経営をやって

いく上で家庭や地域の声を聞いていくことは非常に良いことである。父母の声は、学校の政策を

立案するためにもまして、実際の教育を変えていく上で重要なのである。教育水準の低い地域や

問題を抱える子どもの教育を変えていく上で父母の声が大切である。

父母を学校の経営に参加させる上で学校や教科に関するスペシャリストである教員の役割が大

きい。父母とスペシャリストである教員の関係が大きな役割を果たしている。

もう一方で、校長を任命する上で父母の声が大きく影響する。学校理事会協会（ＮＺＳＴＡ）

も教育省も校長の任命に関して、父母に対してそのスキル獲得に向けて徹底的に指導していくよ

うにしている。校長を任命するのは、父母即ち学校理事会で、間違った判断をして良くない校長

を選んでしまうと日々の学校の活動がうまくいかなくなってしまう。理事会にとってそこが大き

な課題なので教育省も理事会協会も力を入れている。

学校理事会の抱える最大の問題は財政である。財政については専門的な知識に関するトレーニ

ングが必要になってくる。三重県で理事会の制度を導入する時に財政的な権限を持たせるかどう

かが大きな分かれ目になるだろう。日本では学校に対する期待が非常に強いがニュージーランド

も同じで学校に対する期待は、どんどん高まっている。しかしそれは父母と共に教育を変えてい

くということでは、ビッグチャンスである。

２ 質疑応答

Ｑ１：現状から考え、サポートシステムを作っていく中心的なものは何か

Ａ１：ニュージーランドには学校に対する多様なサポート機関がある。どの機関が一番重要な役

割を果たすかということであるが、どこか一つにサポート機能をまとめてしまうのでなくて、

いろいろな機関が連携しながら動いていくのが良いのではないかと考えている。教育省がや

っているスクールサポートプロジェクトもあるが、最終的にはいろんな機関が様々なサポー

トをしている。情報提供としてこれらをまとめていくのは教育省の仕事だと思う。

Ｑ２：一つのサポート機関で十分でないときに他に求めることもあるのか

Ａ２：教育省契約のサポートは無料で受けられる。そういう場合学校としてはラッキーで出来れ

ばそれを受けたいと思う。それは、カリキュラム等専門的なことが多い。現場としては、障

害のある子がいるとかコンピューターの技術に関してサポートが必要とかの場合は無料の

サポートが無いので、有料で受けなければならない。
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Ｑ３：ＥＲＯのスタッフが少ないのでは。個別の学校の課題に関わって支援までしようと思うと

短い時間と少ない人数で実現が難しいのではないか。

Ａ３：人数から見ると非常に多くのことがオフィスに要求されている。各学校に細かいことまで

サポートすることは出来ないのではないか。むしろ、学校が現状把握するためにＥＲＯの

果たす役割は大きい。

Ｑ４：父母の参加ということで、日本では学校に任せっきりの雰囲気がある。ニュージーランド

では父母の中にそういう雰囲気は無かったのか。父母の参画を促す取り組みは？

Ａ４：子どもを表彰する時には学校でコンサートを開いて父母や地域の人々にも学校に来てもら

うとか、日常の教育活動の中で彼らに出来るサポートを求めたり、一緒にランチタイムを取

って昼食に来てもらうとか、学校と父母・地域が一緒になってやっていく状況をたくさん持

つようにすることが一つである。

Ｑ５：理事になる父母の特性、バックグラウンドは？

Ａ５：校長が理事を集める時に経済的に低い地域では非常に難しいことである。逆にいうと同じ

ような理事が集まるということになる。基本的には、いろいろな特質を持った父母を集めな

ければいけないが難しい。特にこのような人でなければということはない。教育省の出す年

次報告で統計を取っている。

Ｑ６：生徒の学校参加への効果は？

Ａ６：具体的な調査はない。生徒代表の持つ役割は難しいが、末端の生徒が抱える問題を知る上

で大切ではないか。また、生徒自身が学校のことを知る上で、非常にいい機会である。そ

の情報が他の生徒にも提供されることになるのでいいシステムだと思う。

Ｑ７：国がかける予算は減ったのか増えたのか。

Ａ７：一回下がってまた上がってきている。政権が代わった時に、これまでの政府がやってきた

欠点を無くすという公約をした。統活補助金の廃止もその一つ。現場の声をくみ上げること

を売りにした。教育予算が上がったのは、父母の声を取り込んだため上げざるを得ない状況

になったのである。

Ｑ８：施策立案機関と評価機関の関係をどう考えるのか。

Ａ８：別個でやるのであれば連携は必要である。評価の基準の設定にしても、サポート機関とま

ったく考えが違えば成り立たない。両者が一緒にやっていくことは必要だと考える。

Ｑ９：私学に対してはどうか

Ａ９：統合学校は総て理事会を持っているが、私立学校は３％くらいの学校しかBOTを持って
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いない｡

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 三重県でも、様々な課題に取り組む上で学校教育活動への地域や保護者の主体的な参加が

必要不可欠になっている｡そのためには、学校教育活動の情報公開や責任ある部署の設定が求

められる｡学校運営の共同化のシステムの構築が課題である｡

２ 学校が必要とするサポート体制をどう作っていくのか。教育事務所、センター、大学や研

究所、医療機関や福祉施設、民間団体等々のネットワーク作りが必要になってくる。
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クライストチャーチ教員養成カレッジ学校支援サービス

（Teacher Support Services, Christchurch College of Education）

訪問日時：平成１３年１１月８日（木）午前８時３０分～

説 明 者：Mr. Geoff Moore氏

Mr. Defyd Williams氏

Ms. Marg Wright氏

Dr. Lindsay Parry氏（副学長）

Ⅰ 事前調査

１ 名称 クライストチャーチ教員養成カレッジ学校支援サービス

２ 所在地 Christchurch ８０３０

３ 性格・目的

（１）学校及び学校理事会（Board of Trustees：ＢＯＴ）運営に対する支援を行う。

例えば、ＢＯＴの好ましい運営方法や校長とＢＯＴの関係について、あるいはカ

リキュラムの編成や生徒の学力向上を目指した、教師に対する指導法についての

支援を行う。

（２）教員養成機関である。

（３）国（教育省）が目指す学校教育の指針達成のため、教員養成機関の中に学校支

援センターを位置づけ、学校支援のための機関としての働きを達成しようとして

いる。

Ⅱ 調査目的

１ 各学校（ＢＯＴ）からのサポート依頼の内容について調査する。

２ サポート機関としての果たす役割や活動内容について調査する。

３ サポートの手順や方法について調査する。

Ⅲ 訪問調査

１ 機関の構造と主たる役割について

（１）教員養成カレッジの一部機関としてサポートセンターを設置しており、ＢＯＴに

対する支援機関としての役割を果たしている。

（２）ＢＯＴが、本来の主たる目的であるところの、子どもたちの学力向上に目を向け

ることが定着してきたので、サポート内容もカリキュラムの編成、実践に関わる内

容が多くなってきた。

これは、教育改革初期の段階においては、ＢＯＴをどのように運営していくかに

ついてのサポートする内容が多かったが、最近は教育省が示す全国教育指針（ＮＥ
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Ｇ）に沿った教育が実践されるようになってきたことを示すものである。

（３）学校現場の教員に対する、サポートセンターとしての支援として、授業の仕方、

教え方を一緒に考えたり、模範授業をしたりすることもある。

（４）学校に対するアドバイザーとして

現在60人のスタッフを擁している。

内訳は・学校経営に関するアドバイ

ザー（２０人）・カリキュラム、指

導に対するアドバイザー（４０人：

就学前教育含む）である。

（５）これら、サポートに対する経費に

ついては、サポートセンターが計画

的におこなうものについては教育省

から支給され、学校は無料でサポー

トを受けられる。学校からサポート

（絵はサポートサービスの冊子から）を要請する場合の経費については

ＢＯＴで負担しなければならない。

２ ＢＯＴに対するサポートについて

（１）サポートの内容としては次のようなものがある。

・スクールプランについて（カリキュラム含む）

・学校の報告書作成手順や様式について

・校長の役割について

・校長とＢＯＴのつながりについて

・プランの運営方法について

（２）学校によっては、財政と法律に精通している人材がそろっていないこともあるた

め、ＢＯＴ運営の基本的なサポートが必要な場合もある。

（３）現在、この機関では１００ぐらいのＢＯＴをサポートしている。内容としてはカ

リキュラム作成のサポート要請が最も多い。

（４）ＢＯＴは学校自己評価を含めた全ての評価に関わり、実施していかなければなら

ないので、評価に関する４つのワークショップをサポートセンターが行っている。

現在、１年で１０校ぐらいを対象に実施している。

３ 学校支援プロジェクトの成果について

学校自己評価（学生による評価含む）に対する支援プロジェクトの成果として次のこ

とがあげられる。

（１）評価に対する教員の信頼と理解を育成することができる。
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（２）教えること・学ぶこと・評価すること・記録すること・報告することの流れを連

携できる。

（３）生徒に対する有効なフｲードバックの理解と実践ができる。

（４）一連の評価手順（特に自己評価又は同僚の評価）の理解と実践ができる。

（５）教員と生徒のために有効な記録保管の理解と実践ができる。

（６）生徒とその親に対する効果的な報告の必要性の理解と実践ができる。

（７）教員が学校やＢＯＴに、生徒、学級、集団の進歩と業績に関する正確なデータを

出すことを可能にする。

（８）全ての教員の職業発達を可能にする。

４ 教育機関評価局（ＥＲＯ）とサポートセンターの役割の違いについて

基本的にはそれぞれ独立した機関であり、ＥＲＯは外部から学校を評価するが、サポ

ートセンターは学校を評価するのではなく、学校の求めに応じてサポートするのが役目

である。

５ 不適格教員（指導力不足教員）への対応、措置について

（１） 校長が日常的にチェックを行う。（授業の参観、生徒の評価、勤務の様子等を手

がかりに）

（２）基準に到達していないと認められた教員はまず研修を受けることが必要とされて

いる。研修を受けても基準に到達しない場合は、ＢＯＴの判断により免職とされる。

６ 子どもの学力把握とその対応について

先進国とされる３９の国を対象に行った国際学力検査（９歳から１３歳を対象とした

学力テスト）では、ニュージーランドの算数・数学の成績は１３番目の結果であった。

（参考：日本は３位）

この結果から基礎的学力が不足していることが判明した。そこで、国際間の競争力を

付けていくことが必要となり、テストにより生徒のランク分けをし、生徒の学力に応じ

た指導ができるよう数学の学力向上プロジェクトを実施している。このプロジェクトは

現在３年経過したところであり、今後４年間おこなっていく予定である。そのプロジェ

クト推進に関するサポートを行っていくのはサポートセンターの役割である。

また、改善の重点項目及びサポートセンターの役割としてとして次のことがあげられ

る。

①数に関するテキストの開発

②教師の指導力の向上を図ること

③子どもたちに、自分で考える力を付けていくこと

④サポートと並行して、プロジェクトの成果を見届けていくこと
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なおこのプロジェクト支援のためのアドバイザーとして、元校長・教科の専門家が登

用されている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 学校の支援体制について

（１）現在の教育委員会制度の中において、教育委員会は学校教育の政策立案を中心と

し、学校支援機関としては外部機関を活用する方向がある。その中で国立教育大学

の果たす役割に期待できる方向が見える。

（２）民間研究組織を学校支援機関として活用することが期待できる。

（３）教育委員会、教育事務所の学校教育グループを学校支援機関として、その機能・

体制を整えていくことができる。

２ 学校評価と学校支援について

（１）学校は、達成可能な具体的学校目標を設定し、その達成に向けて自己評価を繰り

返しながら改善を図っていくことが必要である。

自己評価については、保護者、地域に対して明確な説明ができるようきちんとし

た裏付けや根拠が必要となる。

（２）評価の中心的視点は児童・生徒の学力に向けなければならない。学校の本来の使

命は確かな学力の定着であり、学校は常に子どもの学力に着目し、定着度を明確に

把握して指導の改善を図っていかなければならない。

そこで、必要となるのが教員に対する支援機関である。現行の研究機関の見直し

を含め、教育行政から独立した支援機関の設置も考えられる。

３ 校長の役割と教員の指導力向上について

（１）校長は当該学校の教員の力量、資質を的確に把握する必要がある。その方法とし

て授業の巡視が最も重要である。

（２）校長の裁量権の拡大が必要である。

（３）教員の終身雇用的慣例を改め、指導力不足の教員に対して、研修サポートの制度

化と雇用規則の改善を図る。

（４）指導力不足教員の基準を明確にする。
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EAM Solutions, AucklandCollegeof EducationT

訪問日時：平成１３年１１月１２日（月）午後２時３０分～

Ⅰ 事前調査

TEAM Solutions, Auckland College of Education名 称

Symonds Street, Auckland 1035所在地

http://www.teamsolutions.ac.nz/

（ ） （ ）。目 的 教育機関及び教育関係者 教職員 の総合的な支援 オークランド中心

スクールリエゾンコーディネーター（学校間の連携をつくる 。）

学校の希望に応じ種々の助言や研修を提供する（有償 。）

内 容 ・校長への支援 ・スクールリーダー及び学校運営

・教育課程の編成 ・マオリ等への教育

・学級経営 ・評価

・計画の立案 ・新任教師の支援

・学習面での指導や生活指導を含む生徒支援 等

Ⅱ 調査目的

の機能① TEAM Solutions

②各学校（ ）からのサポート依頼についてBOT

③サポートの手順・方法

Ⅲ 訪問調査

１ 担当者の説明及び協議

・全国学校経営指針（ ： ）が変わり、学校にThe National Administration Guidelines NAGs

対して様々なことが要求されるようになった。学校としては、それら全てをやらな

ければならない。

ＮＡＧ１ 教育課程・評価 ＮＡＧ２ 戦略・自己評価

ＮＡＧ３ 教職員 ＮＡＧ４ 財産・財政

ＮＡＧ５ 健康・安全 ＮＡＧ６ 経営

（１）自己評価について

①アカウンタビリティーの捉え方

・学校に配分されるお金に対するアカウンタビリティー

・外部からの評価を受けること自体がアカウンタビリティーであると考えている。

②自己評価のポイント

・評価を改善に結びつける流れをつくること



－ －67

・誰が適任かということも含めて考えておくこと

③自己評価の観点

・子どもの学習に重点を置いた自己評価

・ＢＯＴを中心とした学校経営の面に重点をおいた自己評価

④自己評価のタイプ

・各年次ごとの評価

・３～５年という中期サイクルによる評価

⑤自己評価を進める段階

・ドキュメントをそろえる

・領域別の評価を行う

カリキュラム評価 マネジメント評価

ＢＯＴの評価

・さらに深い評価の実施

生徒の教育の実状を踏まえた評価

テキスト作成に使用する資料など、細かな部分

⑥自己評価に必要なデータ等

＊資料収集のプロセス

学校 地域

質問表／調査票 質問表／調査票

ＳＷＯＴ 無作為抽出によるサンプリング

観察 ＳＷＯＴの分析

教育活動の評価 焦点化されたグループ

反省・感想 聴取事項

聴取事項

試験 学校だけでなく地域の評価が必

結果項目 要であり、そのためにこういった

チェックリスト プロセスが必要である。

会議（ブレインストーミング）

（２）誰を巻き込むのか

・自己評価を進めていく上で、どのような人を巻き込んでいく必要があるかと

いえばそれは学校に関わる全ての人たちである。リストの下から３番目（⑨）

、 （ ） 。にあるコンサルタント／アドバイザーが ここ ＴＥＡＭ であるSolitions

①教職員 ②支援者（サポートスタッフ）

③ＢＯＴ ④生徒

⑤保護者／親権者 ⑥保護者のグループ ― ＰＴＡ

（ ）⑦卒業生 ⑧ マオリの集合体の一つWhanau
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⑨コンサルタント／アドバイザー ⑩地域

⑪近隣の学校

（３）データ集積からの具体的計画の立案

・プロセスの中で必要とするデータや関係者との話しの中から、様々なデータ

を集めることができる。そのデータをもとに具体的な行動を考えていくために

は、誰がこのことについての責任を持つのか、コストはどうかなど、細かなこ

とを考えなければならない。

①何をするべきか ②誰が責任を持つのか

③いつ行うべきか

④どのような結果を望むのか、どのような結果を予測するのか

⑤経費はいくらか ⑥達成指標は

⑦成果の報告はどのように生かすか

（４）何を評価するのか

・ＮＡＧ （ガイドライン）に照らし合わせ、個々の問題としてどこを評価しs

ていくかをみていく。ＮＡＧ２では自己評価が規定されているので、以下に示

す観点で見ていく。

ＮＡＧ１（カリキュラム） ＮＡＧ２（自己評価）

領域毎のカリキュラム 戦略計画

プログラム 年間報告書

態度： チャーター（教育目標）Atitudes

スキル ＢＯＴとの連携、積極的な地域との協議

システム 報告書の作成の手順

教育方針

カリキュラム計画

評価手順

学級経営

（５）協議内容

・ が評価を行う観点TEAM Solutions

としては、全体像と個々の細かい

部分とがある。

・細かいところを見ながら、全体を

見ていく。

・学校自己評価を行うのは、非常に大変な仕事である。一人でできるわけではない。

例えば、学校のメインテナンスにいくらかかるのかなど、素人には難しい専門的

な分野もある。そういった専門的な部分にサポートが必要になる。しかし、サポー

トを必要としながらも、自己評価を行っていかなければならない。
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・実際に自己評価を行う場合、どこからどういう風に自己評価を行えばいいのか。こ

こ（ＴＥＡＭ ）にも、問い合わせがくる。質問は状況によって様々であSolutions

る （回答としては）一般的には、キーポイントとしてスタート時点で確認するこ。

となどがあげられる。

・学校から様々な質問を受けるが、自己評価において 「これしかない、これが正し、

いんだという、絶対的な方法はない 」のである。大切なことは、自分たちで学校。

をつくっていくという姿勢である。ＥＲＯのような外部評価もあるし、父母や地域

の意見を聞かなくてはならないということもある。しかし、それはバランスの問題

であって、あくまでも最終的に学校をつくる決定を下すのは「学校」である。

・評価のゴールというよりも、まず、なぜ評価を行うのかということについて、共通

の理解を持つために、子どもたちがどういう状況にあるのかを知ることが重要であ

る。常に生徒の教育状況を念頭に置いておかなければならない。

・つい評価というと、悪い点を見つけて指摘する事に終始しがちだが、そればかりで

はなく、いいところが見つかったら、それを継続していくという考え方が重要であ

る。

・たとえば、ＥＲＯが外部から評価を行うわけだが、それはひとつのプロセスの中に

外部評価が入ってくるということであって、自己評価というプロセスを通して、全

ての人が権限を持つ、つまり全ての人の目（様々な目）で評価をしていくことが重

要である。

・自己評価というのは周りとの繋がりの中で成り立っている。いろいろな人の目が必

要になり、周りのみんなとの協同でなりたつことであり、自己評価を行うことを楽

しんでほしい。

２ 質疑応答

Ｑ１：組織体制は？

Ａ１：基本的にはこちらのメインはカリキュラムについてのアドバイスである。

ナショナルカリキュラムで決められていることに対して、きめ細かなアドバイ

スができる。フルタイムで仕事をする職員をたくさん抱えているわけではなく、

いわゆるファシリテータを養成して、広めよう（要望に応えよう）としている。

Ｑ２：研修のノウハウの元は企業かそれともオリジナルか。

Ａ２：教育学の方法によるものである。

Ｑ３：ＰＤＣＡのサイクルについてはどうか、アメリカ等の影響は？

Ａ３： 木岡先生から）それはもうすでに十分影響されている。アメリカの教育学、（
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教育行政学がその観点を取り入れたものである。

＊先ほど行った学校： の自己評価のシステムと、ここでの話がGlendowie College

合致しているといったら、こちらの情報や考え方が伝わっている、と言っていた。

Ｑ４：サポーターはどんな人か（元の職業）？

Ａ４：校長先生やシニアスタッフ経験者が主である。

Ｑ５：お二人の経歴は？

Ａ５：２８年間の教員歴で教頭、校長経験を持っている。

校長経験１０年とスクールアドバイザイーの経験がある。

Ｑ６：どのくらい教育省との契約を抱えていますか？

Ａ６：３０程有る。非常に財源としては潤っている。

＊ひとつの機関で３０もの契約を持っているところは少ない。かなり教育省としては

オークランドにおいてここを重要視していると言える。

Ｑ７：サポーターの方たちの研修はどこでするのか？

Ａ７：ここでやっている。先生方の情報が重要なので、学校が終わった後に校長先生

などを招いて協議をしている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 支援機関として

ニュージーランドの特徴として、支援機関の専門性が高く、またニーズを的確に判

断してプログラムを用意していることがあげられる。学校のニーズがはっきりしてい

ることも要因の一つである（学校が求められていることが明確になっているため）と

考えられる。支援機関の専門性とニーズへの対応が課題である。

現在県教育委員会、教育事務所そして三重県総合教育センター等が学校への支援を

行っているが、これまで以上の高い専門性が要求される。そこで専門性を高める方策

と、現在実施している事業の拡充を図る手だてが必要と考える。

・県教育委員会事務局及び各教育事務所及び三重県総合教育センターに学校経営専門

の担当者（指導主事あるいは研修主事）を配置する。

県教育委員会事務局・・・・１～２名

各教育事務所 ・・・・・ １名

三重県総合教育センター・・ １名

計９～１０名

・上記学校経営担当者の資質を高めるために、国立教育政策研究所又は大学、大学院

等と連携し、内地留学等も含め学校経営に関する講義等を計画的に学ぶ機会を設け

る。

・教育委員会、教育事務所及び三重県総合教育センターに配置した学校経営担当者が
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中心になり、学校経営アドバイザー事業（本年度事業）等学校経営支援のための事

業を企画運営する。

上記事業を運営し、アドバイザーと共に学校経営についての支援を経験する中で

専門性を高め、また県独自の支援事業を企画する。

２ 学校経営に関する意識の醸成

ニュージーランドでは、支援機関の研修プログラムを積極的に活用するなど、学校

において学校経営への意識が定着していることを実感した。自律的学校経営が施策と

して確立していることが大きな要因ではあると思うが、学校の経営、また職員間の協

働についての意識が高く、全ての面において、組織としての動きが念頭にあるように

感じられた。そこで本県においても、授業改善へ向けた評価や経営についての意識を

高めることが必至と考える。

・悉皆研修の中の１コマとして、経験年数に応じた内容で学校自己評価、マネジメン

ト研修を位置づける。

・新規採用教員、経験者研修（６年目・１１年目）管理職研修等

＊管理職についてはすでにマネジメント研修を実施

＊本年度いくつかの講座で取り上げたが、計画的体系的になっていない。

３ 外部評価機関について

評価及び支援に関する専門性と透明性を確保していくためには、支援機関とは別の

評価機関を設立する必要がある。ニュージーランドにおいては、その役割が明確にな

りすぎて、 にサポート機能がないことなどが課題となっているが、現在その在ERO

り方や連携などについて改善を図っている。本県においても外部から評価するという

観点は必要だと考える。ニュージー

ランドにおける経緯、課題を参考に

しながら、外部評価機関設立のため

の準備委員会を立ち上げ、機関の業

務内容の検討を十分論議しながら、

外部評価機関の設立を進める必要が

ある。
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Hillmorton High School BOT)ヒルモートン高等学校及び学校理事会（ ・

訪問日時：平成１３年（２００１年）１１月７日（水）午後１時～

説 明 者： 校長及び 委員Richard Betton BOT

Ⅰ 事前調査（調査対象機関の概略）

Hillmorton High School( )１ 名称 ： ヒルモートン高校

BOT(BoardofTrustees)( )及び 学校理事会

Christchurch( )２ 所在地： クライストチャーチ市

Ⅱ 調査目的

１教育機関評価局 に関しては、(ERO)

その評価活動と学校の自己評価はど

のように行われているか。またどの

ように自己評価を捉えているのか。

２ に関しては、メンバーはどのBOT

。 、ような人が選ばれているのか また

の学校運営に対する考え方や方向性はどのようなものか。BOT

Ⅲ 調査内容

１ 説明内容

１ の評価に関して、その資料は学校側が出す。官僚的な評価になっているが部分( )ERO

的には役に立っている。教員の自己評価については､例えば社会科 内(Social Studies)

での相互評価を行っているし、管理職による教員に対する評価も行われている。管理

職が同教科の他の教員に評価を尋ねることもある｡生徒の自己評価もさせている｡制度

としての評価の前に相互評価を行っている。

２ の構成メンバーは父母代表 ５名 ・マオリ１名・教員代表１名・校長１( ) BOT ( ) ( ) ( ) (

名・生徒代表 １名、２人の推薦により立候補するである｡ は職業ではなく、) ( ) BOT

３年で半数を改選する｡学校側が裁量権を持っているのが特色である。建物は学校の

財産ではなく教育省のものであり､自己評価、 の評価を通じて教育省とつながりERO

を持っている。父母のアンケートなどを通じて地域との連携を図っている｡自己評価

(annualのシートは校長が教育省のガイドラインに沿って作成し、学校長が年次報告

で各科毎の評価を出す。report)

２ 質疑応答

Ｑ１：いわゆる教育やその評価に関しては専門家ではない素人が人事や経営に携わる
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サークレッド ハート 小学校（ ）Sacred Heart School

訪問日時：平成１３年１１月８日（木） 午前11時～

説 明 者： 氏（学校長）DAVIDPHILLIPS

Ⅰ 事前調査

Scared Heart School１ 名称

40 Spencer StreetChristchurch２ 所在地

３ 設立 １２５年前

４ 学校長 氏DAVID PHILLIPS

５ 性格 ・宗教的教育を維持した学校教育を提供する統合学校（公立学校）

・キリストと福音の教えが学校生活の中心となるカトリック教育の提供

Ⅱ 調査目的

１ 学校理事会（BOT）と学校の関わりについて調べる｡

２ 教育委員会制度のあった１９８０年代の学校運営と教育改革後の現在の学校運営との違いに

ついて調査する｡

３ 学校の自己評価がどのようになされているのか調べる。

４ 外部評価（EROの評価)を学校側がどう受け止め、学校運営にどのように生かされているか

を調査する｡

Ⅲ 訪問調査

１ 説明内容

（１）教育改革と学校理事会

1980年代の改革以後、｢明日の学校(Tomorrow's School)｣に基づき大きな学校改革がなされて

きた。その中で、学校が権限を持って学校運営に関わる総てのことを決められるようになって

きた。特徴としては自律的学校経営の導入が一番大きなことであるが、一方で教育省の示す政

策や目標に合致しているかどうかを考えなければならない｡以上の二つの側面を持っている｡

ＢＯＴの会議は、毎月1回持っている｡カリキュラム委員会・学校施設委員会・財政委員会・

安全（safety and health）委員会・宗教教育（公立学校としての補助を受けるために、統合
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学校の性格をもつ）委員会・人事委員会・地域連携のための委員会からなる７つの小委員会が

ある｡ 地域との連携をしっかり持っている。給料が殆どない状態で（月１５ドル）、ボランテ

ィアの精神で参加してもらっている。奉仕的な活動である。

日常の学校教育への関与については、ＢＯＴに求められているわけではない｡

校長の任命は、ＢＯＴが行う。なお、学校長も理事会のメンバーであると法律で決められてお

り、学校理事会に日々の情報提供をするのが学校長の大切な仕事である。

教員を採用するのは理事会の責任であるがどんな教員を採用してほしいか推薦するのは学校

長の仕事である。教員評価も学校長の大切な仕事である。

（２）学校自己評価と戦略計画(ストラティジックプラン)

ニュージーランドのどこの学校でもやらなければいけないことで、難しいことは、学校がど

のように自己評価をするかということである｡学校は、ストラティジックプランを毎年を作ら

ねばならない。このストラティジックプランは、今年この学校は、特色的なものとしてこうい

う事をやっていくということを示しており、学校計画よりもっと強い意味を持っている。その

中で、この学校の「売り」は何かということを明らかにしなければならない。学校は、こうい

うことを重点的にやっているんだということについて、３年間から４年間の長期計画で総ての

学校の管理・運営・教育活動を展望したプランを作成するよう教育省の方から文書で指示が出

ているのである。このプランを作成する過程では、職員や保護者そして児童にも広く意見を求

め要望をくみ上げ、より良いものにしている｡これは、毎年作成している学校教育目標(チャー

ター)と一体になっている。チャーターは学校教育計画等全体的なものであるがストラティジ

ックプランは学校が自己評価をやっていく上でベースになっていくものである。なおこのプラ

ンは全国学校経営指針（ＮＡＧｓ）に沿った形で作られるものである。

（３）自己評価をどのように行うのか

学習向上プランはチームで作っていく。その一つとして、読解力と識字率を上げていく

のが大きな目標である。読解力を上げるため、この学校では、ライブラリーを作っていく

ことを非常に重視している。子ども達がどんな学習をしていて、その進捗状況がどうであ

るかをＢＯＴに報告していかなければならない。その際には、全部の領域でなく、学期ご

とに重点的な領域を決め、分けて報告しながら、全学年を通して一つのトピックに対して

発達状況を見ていくという取り組みをしている。

今、ここではKids in Townというのが一つの目標になっていて、一つの学年に対して一

つのトピックが与えられ、全校が同じ課題で取り組んでいくことになっている。このように
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設定された自己目標に対して、全職員が協働で自己評価の報告書を作成する｡生徒の作文等を見

ながら良いところは何かピックアップし、各項目ごとに評価していくと、どこが悪いかも見え

てくる｡それは競争のためではない。どこの学校でも目標があって、それがどのくらい達成され

たのか、どの学校がどの面で頑張っているかを知っていくことは教育の質を高めていくことに

なる｡

またこの学校では、総ての子どもがポートフォリオを持っている。１年に３回保護者と子ど

もに対して報告していくが、それに合わせてまとめている。次回は、１２月にその情報提供を

することになっている｡

（４）教員評価について

毎年教員とサポートをしてくれるメンバーの評価を校長が行う。校長が授業を見る中で、チェ

ックしていく。３年に一回ＥＲＯが評価に来るが、その評価基準を使って自己評価もしている。

このサイクルは、１年で終わるのではなく大きな目標もあるので継続してやっている。

校長を任命する時には、３人の判定員から意見を求めるとともに、３～４回にわたってインタ

ビューもなされている｡

政策評価ということだが、この学校は３４の政策を持っており、一つひとつの評価をあらかじ

め作成した計画に従って行う。（ＮＡＧ３の人事に対して５つの政策を持っている）人事評価も

その中に入っている。何時どんな報告をするかもリストになっている。この自己評価の過程にお

いてもＥＲＯが関与している｡

教育改革は、うまくいっていると思うが、学校理事会の仕事は、大変ハードである｡校長の作

成する報告が大変多くなり締め切りに追われる｡理事の仕事もそれに伴ってハードになっている｡

２ （質疑応答）

Ｑ１：ＥＲＯの調査について

Ａ１：（auditという言葉を校長先生が使われたことからも分かるように）学校にとっては、

評価というよりもチェックというか監査のイメージが強い。ＥＲＯは、リストに対し

て合致しているかチェックをすることが中心で、このように海外も含めた他との教育

交流などの機会を持っていることは評価してくれない。

Ｑ２：校長がどこにスタンスを置いているのか。

Ａ２：経営面で学校理事会が重要である。共にやっていかなければ学校経営はやっていけな

い。

Ｑ３：人事に対するBOTへの希望は、かなえられてきたのか。
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Ａ３：何時もそういうわけではない。

Ｑ４：BOTのメンバーが素人の集団であることをどう考えるのか

Ａ４：トレーニングが必要である。

※説明の後、観察文(低学年)、物語作り(高学年)の作文に関する、授業参観をさせていただ

いた。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 効果的な学校運営を導き出す学校自己評価を行うためには、明確な自己目標の設定が前提と

なる｡学校現場において、長中期の目標（戦略目標）と短期（年度）目標を設定していくこと

が求められるが、その手法や手順を明らかにしていきたい｡

どの学校も学校要覧や学校教育目標や計画を冊子化して備えてはいるが、それぞれの地域や

学校の課題が見えてこないものが殆どで、どんなゴールを設定して実践を組み立てているのか

明らかでない｡そのため、何がどれくらい達成され、どんな課題が残されているのかはっきり

しないまま次の年度へ進んでいる傾向にある｡学校自己評価が機能する前提作りが求められて

くるだろう｡

２ 学校改革のテンポを速め、成長発展させるためには、どこに重点を置いて自己評価をしてい

くのか、どんな方法と手順で行うのか、どんな資料をそろえるのか等々が明らかにされなけれ

ばいけない｡それぞれの学校で異なってくるのは当然だが、そのための手立て、一般化の方策



－ 78 －

が研究課題になってくるだろう｡

３ 自己評価を集団で行う体制作りのために、自己評価の意義、学校運営との関わりについて職

員で確認していくことを時間をかけて行わねばならない。

４ 学校自己評価は人事考課制度とは直線的に結び付けない。職員の中に分裂や対立が持ち込ま

れ学校運営の協働化が妨げられる可能性が有る｡ 教師評価は（teacher`s appraisal）校内研

修や外部研修への積極的参加、相談活動等のサポートを受ける等本人の自己変革や専門的力量

向上の意欲への喚起の手段として位置付けられるべきである｡
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グリーン ベイ高等学校 （ ）Green Bay High School BOT・

訪問日時：平成１３年１１月１２日（月）午前９時３０分～

説 明 者： 氏（校長）Lionel Devaliant

BOT )ポール氏（ チェアパーソン

Ⅰ 事前調査

１ 名称 グリーン ベイ高等学校 （ ）Green Bay High School BOT・

Godley Rd,GreenBay, Auckland,New Zealand２ 所在地

３ 設立 １９７３年

Lionel Devaliant４ 校長

５ 概要 男女共学の普通科 生徒数 ６００人

（この学校は、留学生を多く受け入れている。）

６ 特色 「地域に開かれた学校」と「生徒の自主性の育成」であり、制服は規定

していない。（国全体では制服のある学校が多い。）

Ⅱ 調査目的

１ 教育改革後の学校について

２ 校長としてのビジョン、改革に関する感想等

３ 生徒の状況について

４ 学校理事会（ＢＯＴ）のチェアパーソンとの懇談及び役割等

Ⅲ 訪問調査

１ 教育改革と学校

教育改革により学校にも「競争」が持ち込まれたが、この学校はそれを否定し、子ど

もたち自身が何をしたいか、個々に何を伸ばしていくかを重視している。クラブやスポ

ーツにも積極的に取り組んでいる。この地域も父母も競争を望んでいない。

地域との連携を教育の大切な部分と考えているし、その点については、教育機関評価局

（ＥＲＯ）からの評価も高い。

改革後、校長としてはビジネスマネージャーとしての色彩が強くなり、人を集めたり、

金を集めたり等の企業経営的な仕事をしている。校長としてはやりたくてやっているの

ではないが、そうせざるを得ない。

困ったことだが、校長は経営者（ビジネスマネージャー）としての役目を果していか

なくてはならないが、そのためのトレーニングを受けていない。そのため、学校を専門

的にサポートしてくれるプライベートコンサルタントが急増している。
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２ 教育活動の特色

生徒個々を伸ばすこと、クラブやスポーツを頑張らせること等を特色とし、学力のみ

を考えてやっていないから、習熟度別授業は行っていない。また、学区制が復活したた

め、どの子が来ても満足させなくてはならないと考えている。

教頭がＢＯＴを担当しており、その年やらなければならないテーマ（例えばＩＴ教

育）を決め、学期（４学期制）に１回は研修会を、政策については毎月１回検討会を実

施している。

学校自己評価は学校としてだけではなく、学級ごとにも行っている。生徒の実態をき

め細かく記録し（例えば、生徒の異動状況や進路先、授業中に教室から出した生徒数な

ど）評価につなげている。

カリキュラム、生徒指導等のリーダーを決め、それぞれで評価し報告しあっている。

教員はチームを組んでプランを立てている。

ＢＯＴは父母向けにニュースを出し、情報提供を積極的にしてくれている。

３ その他

この学校は初代校長が体罰を禁止していた。（他の学校ではそうではなかった）生徒

を叱る場合、教員は体罰ができない、これが最大の防御となっている。

この国の文化として、教員と生徒の位置づけは明確である。やかましければ「出てい

け」と言える。また、対教師暴力はなく、生徒は教師に対して必ずＭｒ.をつけるし、教

師も生徒に対し個人を追い詰めたり、個人を非難したりすることはない。教師と生徒の

関係だけではなく、国全体で子どもと大人とのけじめがきちんとできている。

４ ＢＯＴチェアパーソンとの対談

学校理事会の二本柱は「校長」と「ＢＯＴチェアパーソン」である。

チェアパーソンになった理由は、近くに住み、自営業であること、校長との意見交換

が頻繁にできることから引き受けた。

ＢＯＴはチームであり、話し合い等で難しいこともあって、大変な仕事であるが、重

要な仕事であるため、リーダーとして楽しんでやっている。

仕事内容で重要なことは、メンバー間の調整、つながりをとることであると考えてい

る。そのため、チェアパーソンの役割は重要であると思っている。

子どもが学校を離れてしまった場合、子どもを学校に戻すのは校長ではなく、ＢＯＴ

の役割だと考えている。最低、学期に一回は学校を離れてしまう生徒のことについて話

し合いを持っている。

自分たちが意見を言うことで学校や子どもたちが変わっていくのを見るのはチェアー

パーソンとして楽しい。

地域との連携については、自分の足を使ってのフットワークや、調査を通じ、地域を
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掴んでいくことが大切であり、父母や地域とどのように連携していくか、地域の活動を

いかに把握するか、常に地域の人とコンタクトをとるように心掛けている。

学校とチェアパーソンの関係がうまくいくことが大切だが、現在、両者の関係はうま

くいっている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 自律的な学校経営

1988年のピコット報告を契機に教育行政制度の抜本的な改革が断行され、100 年以上

続いた教育委員会制度が廃止され、学校理事会の創設によって、学校段階への大幅な権

限の移譲が行われた。学校訪問の中でも、政策決定や人・金・物に関する権限が学校自

身に委ねられていることによって、学校自身が何をすべきか、何ができるかを真剣に考

え、学校の自律的経営を行っていることが強く感じられた。

実際、現場の感覚も校長の経営的手腕を背景に学校ビジョンの策定・実践や教員によ

る教科書づくりなどにおいても、自律的要素が随所に盛り込まれている。

２ 地域との連携

父母、地域の代表等から成るＢＯＴ制度が定着しており、学校自身が学校と地域・父

母との関わりを大切にし、地域とともに歩む学校の教育活動が展開されている。

ＢＯＴの代表であるチェアパーソンが深く学校経営に関与し、協働して子どもの育成

に関わっている事は素晴らしいことである。特に、チェアパーソンと校長との二人三脚

ぶりが学校を良くしていく原動力となっている。

３ 開かれた学校づくり

学校内での自己評価、ＢＯＴによる学校運営、教育機関評価局（ＥＲＯ）による外部

評価など、まさに学校を内からも外からも「開かれた学校」にするとともに、学校の教

育活動に対する責任を明確にしている。

三重県においても、学校評議員制度や学校自己評価制度を導入しているが、学校を開

いたものにし、地域と連携していくためには、ニュージーランドのように小・中・高校

の全てで実施して始めて効果が出るものであると考える。

４ 校長のリーダーシップ

学校に自律的経営を求めているため、校長は明確な教育ビジョン、教育方針を持つ必

要があり、さらに、学校経営的資質、マネージャー的手腕が求められる。

校長がリーダーシップを発揮していくためには校長個人の資質の問題とそれを発揮さ

せるための環境づくりが必要である。

校長には、常に学校の現状を把握し課題を見つける努力が求められており、教育者で
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あると共に経営者である事が必要であることから、校長に負担が掛かりすぎているきら

いがある。

５ 子どもの状況

社会全体、保護者の考えが「学校選択のために子どもに競争させる」という捉え方を

せず、子ども自身の良さを伸ばし、自らの進路、生き方に合わせた学校選択をさせてい

るため、子どもたちは自らの目的をしっかり持って学校に通っている。

懲戒指導をメインとしている日本の生徒指導と違い、生徒個々を活かし、生徒と教員

の信頼関係を重んじ、善悪のけじめを明確に指導するなど本来の生徒指導がなされてい

ることは参考にすべき点である。

また、学校に依存する部分が大きくなってきている日本と違い、子どもたちを学校の

みならず、地域全体で見守っていくという姿勢が強く、社会全体が大人と子どもの区別

を明確にしている。（子どもには携帯電話を持たせない、夜歩いている子どもはいない

等の状況）
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グレンドゥーイ中等学校（ ）Glendowie College

訪問日時 平成１３年１１月１２日 月 午後１時～( )

説 明 者 デビッド エディ氏（校長）

Ⅰ 事前調査

１ 名称 グレンドゥーイ中等学校

（ ）Glendowie College

２ 所在地 ， ５Crossfield oad Glendowie AucklandR

e-mail admin@glendowie.college.co.nz：

３ 校長 デビッド エディ （ ）David Eddy

Ⅱ 調査目的

１ 学校の自己評価について（自己評価がうまくいっている学校として顕著）

Ⅲ 訪問調査

１ 学校の概要

(１) のストラティジックプラン（2001年に向けて）の主な内容Glendowie College

① 教育信条

、 。・私たちは の役割は 質の高い教育を行うことだと考えていますGlendowie College

・私たちは全ての生徒があらゆる能力を発揮できるよう学業、文化、スポーツ課外活

動において優れた教育を行うよう努めます。

・多様なものを受け入れる大切さを教え、生徒が豊かな人間関係を築くことができる

よう支援していきます。

・職員には意欲をもって革新的にこれらのことに取り組むよう進めます。

・私たちは生徒一人ひとりが成長し、よりよい人間関係を築くことができるような環

境を作っていきたいと考えます。同時に生徒に達成感を持たせることができるよう

努めます。

・地域と学校が互いに協力的な関係になるよう努力します。

② 使命

は、地域社会と協力しながら、生徒一人ひとりがその能力を十Glendowie College

分に発揮できるよう質の高い教育をしていきます。このような教育によって生徒たち

は自信をもち、自分が達成したことに誇りを持ち、他の人を尊敬することができるよ

うになると考えます。すなわち、このような教育によって生徒一人ひとりが成長し、

社会的、文化的にも意識が高まると考えます。
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③ 目標

2001年までに次のことを実現したいと考えています。

・ は地域の将来にわたるニーズに応え、質の高い教育を行うたGlendowie College

めに、学校用地の開発計画を作成し承認を受けます。

・ は、絶えず変わる環境において、現在または将来にわたるリGlendowie College

スクを減らすために安全性の高い予算案を立て、教育効果を上げます。

・ は、計画されている教育や学校経営を実現するために高度なGlendowie College

情報テクノロジーのシステムを整えます。

・ は、生徒の様々なニーズに応えるカリキュラム作りを続けまGlendowie College

す。そして全ての領域にわたって質の高いカリキュラムを保障します。

・ は、地域の中の学校の役割をさらに探り、効果的な連携、協Glendowie College

議をしていきます。

④ その他

・ は、ストラティジックプランの要約版を皆様にお分けしていGlendowie College

ます。完全版をご希望の方は、学校にお知らせください。

、 。・毎年学校理事会と学校運営委員会が このストラティジックプランを評価します

そして計画に見合った年間の成果があったかどうかを見極めます。次のストラテ

ィジックプランは、2001年の半ばに出す予定です。その時期に地域で次の学校理

事会を選出する予定です。

・現在、ストラティジックプランを実行するにあたって、素晴らしい効果があがっ

ています。私たちは将来を考える学校こそが、地域社会に一番良い結果をもたら

すと信じています。

(２) デビッド・エディ氏の説明から

① は1961年に創立された中等学校で、都市部にあって特徴のあるGlendowie College

学校である。本校の生徒は820人で、オークランドの多くの中等学校と比べて小規

。 、 。模である 大規模校とは異なり 職員と生徒がより密接に関わることが可能になる

ひいては保護者との密接な連携をとることもでき、学級・家庭間の効果的なコミュ

ニケーションが図れる。

本校は男女共学で、国際色豊かな学校（多文化を受け入れる学校）である。およ

そ60％の生徒はヨーロッパ系で、あとの40％の生徒はアジア、太平洋の島々、そし

てマオリ族の出身である。本校は学業に力を入れるとともに、生徒一人ひとりのあ

らゆる可能性を伸ばすことにも力を入れている。また、学校における調和のとれた

豊かな人間関係も重要であると考えている。若い世代が互いを受け入れ、年齢、文
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化、性別、地位に関わらず仲良くやっていくことはきわめて重要だと考えるからで

ある。これは、教師と生徒の互いの信頼関係を築くことにもつながる。こういった

価値観が建設的な（積極的な）学習環境を作る上で欠かせないと考えている。

② は質の高い教育を行い、学問のすばらしさを教え、生徒が将来Glendowie College

に向けて自己の可能性を生かせるように支援している。また、生徒が調和のとれた

豊かな人間関係を築けるような環境づくり、生徒一人ひとりのニーズにあった教育

や学力向上、生徒自身が誇りを持てるような学校づくりに力を入れている。

③本校は、学業、スポーツ、文化面において成果を上げている。すべての学年にいろ

Glendowieいろな科目があり 生徒に幅広い教育課程で学ばせている わたしたちは、 。

が特別な学びの場であると考えている。College

、 。 「 、④教員数は60名ほどで エディ氏は校長として12年勤めている エディ氏は 本校は

自己評価がうまくいっている学校であり、その結果が生徒のアチーブメントにつな

がっている。また、大学の入学試験の結果も、ニュージーランドの中でもトップラ

ンクである 」と語った。。

２ 自己評価について（校長談）

自己評価については、次の(１)～(６)の順で行う。

(１) アクションプラン

この学校がどういう方向に進んでいくべきかという全体像であり、３年間のストラ

ティジックプランを立てる。３年毎の政策のキーポイントをあげ、一つの目標に対し

て、こういうアクションを起こすということを明記する。そして、アクションが目標

につながっているかどうかチェックしていく。

誰がどこに対して責任をもち、どういうタイムテーブルでやっていくのか、それを

最後に評価していくプロセスをとる。

このストラティジックプランは、この学校にとって最も重要なものであり、校長が

一人で作成するのでなく、父母代表、地域代表、生徒代表の意向も採り入れながら作

成し、学校理事会に提出し、決定する。

(２) マネージメントプラン

毎年、どういう目的で、どういうふうにやっていくかというマネジメントプランを

作成する。チーム（６～７名で編成）毎に分かれて、各チームがカバーしなければな

らない領域を、このプランを作成することによってはっきりさせる。チーム毎に「こ

ういうことが必要である」という提言を行い、学校理事会で決定する。
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それぞれのチームにはチェアパーソンがおり 「今年はここ 「今年はここ」と毎年、 」

チェックする。これをもとに前述のアクションプランが作成される。

(３) 学生の学力評価

各教科及び学校の全ての活動の中で、１年に２回評価を行う。教科主任がとりまと

めをし、アカデミックアチーブメントチーム（６人程で構成）で、最終的に生徒の学

力評価を行い、その評価を次の年にどう活かすかの計画を学校理事会にあげる。それ

には、各領域毎に次の四つの観点がある。

・目標に対して、期待される成果は何か。

・誰が具体的な行動を起こすのか。

・誰が責任をもってやるのか。

・それをいつまでにやるのか。

この計画の進捗状況については、学校長に報告の義務が課せられており、この結果

は、教員研修にも活かされる。

(４) カリキュラム評価

カリキュラムと生徒の取得する資格に関して、各教科毎に評価する。毎年の評価と

長期間（例えば３年毎）の評価を、評価基準に従って評価する。このカリキュラム評

価に対し 、 等の助言を受け、学校長TEAM Solutions Auckland College of Education

が最終的にサインし報告書を作成し、管理する。

(５) 教員評価

人事に責任をもつチームが、人事政策、研修計画の見直しを１年に最低２回は実施

し、その結果を管理職に伝える。

全ての教員は、毎年評価を受けなければならないことが法律で規定されている。教

員は、教育省のドキュメントに従って３ランクに評価される。校長はこの評価に基づ

いて、来年はこんなこと（重点）をやってほしいと各教員と話し合う。

本校では、教員の資質向上にはかなりの資金をかけるが、もともと採用時に学位等

を授与されている者もあり、高いレベルにある。

(６) 生徒の行動に関する評価

学術面だけでなく、学校生活全てにかかわることについて、生徒の個々の行動把握

に力を入れている。どういった生徒が問題をもっているかピックアップし、それは一

つの問題だけなのか、いろんな問題がからんでいるのかを明らかにする。そして、ど

んな状況にあったのか、いろいろサポートすることによって生徒がどのように変容し

たかを記録する。何年毎にというのではなく、日常的に出席率や学習状況等をみて、
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生徒一人ひとりの行動を把握するように努めている。

Ⅳ ベンチマーキングによる成果

１ 校長のリーダーシップ

校長が強いリーダーシップを発揮している。学校の将来について明確なビジョンを持

ち、ストラティジックプランの策定や各種目標の設定に際して、全員の意見をよく聴い

た上でまとめている。

２ 保護者・地域からの信頼

学校でおこる全ての出来事が学校理事会に報告され、学校理事会から学校の概要を公

開することにより、保護者や地域に対する学校のアカウンタビリティを果たしている。

このことが、保護者や地域からの信頼を得ることにつながっている。

３ 学校自己評価

自己評価を通して、学校内のシステムを再検討し、教育の質のレベルアップに努めて

いる。

この自己評価の結果は、その後のストラティジックプランの作成に際しても、重要な

要素になっている。自己評価のみではなく、外部機関による学校評価システムも導入さ

れている。
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オークランド博物館(Auckland Museum)

開演時間：午前10時～午後５時（月曜日～日曜日）

入 場 料：目安として１人５ドルの寄付金（高校生までは無料）

Ⅰ 訪問調査の概要

訪問日時：平成１３年１１月１１日（日）

１ 博物館の位置

オークランド博物館は、太古の火山の周縁に位置するオークランド・ドメイン内にあ

る。市街とワイテマタ湾の壮大な景観を有するこの土地は、1840年に所有部族ナティ・

ファトゥアから国に寄贈された。

２ 博物館展示の概要

ニュージーランドでは、マオリ・タオンガ（至宝）と太平洋諸民族の芸術が重要な意

味をもっている。

①地上階

◎この地に移住したポリネシア人と原住民族マオリについて展示している。

・マオリ文化についての様々な展示とともに、マオリ文化を紹介するショーも公開さ

れている。

◎展示室「野生児」と「街」で、その後のニュージーランドの社会史を展示している。

・「太平洋の小路」には、国際的にも評価の高い太平洋地域の展示品が公開されてい

る。中でも、ソロモン島の航海用カヌーには目を見張らされる。

②中階

◎「自然史展示室」には，巨大な恐竜の骨格標本が多数展示されている。

・先史時代のニュージーランドに生息した生物たちの物語を伝えている。

◎海辺の汐溜まりをのぞき込み、ツチボタルのいる鍾乳洞を探検できるセットがある。

◎３階建ての建物に匹敵する実物大のカウリの木に設けられた見学台から、とまり木

に休むつがいのニュージーランド・アオバヅクを観察できる。

◎この階には、子どもたちが実際に活動しながら学ぶための広いコーナーが設けられ

ており、保護者とともに本を広げたり、模型やパズルを操作したり、また、体を動

かしながら、興味関心に応じて様々な活動を展開していた。

③最上階

◎「心の傷跡」と題し、戦争による犠牲者や苦難を通してニュージーランド独特のア

イデンティティーについての感動的な物語を伝えている。

◎この階には、第二次世界大戦で活躍した２機の戦闘機の展示室と「兵器庫」と名付

けられた資料館がある。戦時下を思わせるセット、音響効果によるシーン描写やマ

ルチメディア技術を博物館所蔵の展示物を組み合わせることによって、1800年代以

来のニュージーランドの戦争のかかわりから今日に至る平和維持活動がわかりやす

く展示されている。

３ 総括

このオークランド博物館は、質・種類と奥深さにおいて他に並ぶもののない博物館で

ある。なお、博物館裏にあるオークランド博物館付属図書館は、国内有数のニュージー

ランド史関連書籍、手書き原稿、古文書、写真、絵画、デッサンなどを所有している。
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